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■ フォーラムの趣旨
SGRA「宗教と現代社会」研究チームが担当するフォーラム。
社会主義諸国では具体的な政策は多少異なっていたものの、いず
れの国においても宗教は制限と弾圧を受けていた。しかし、1980 
年代以降、多くの社会主義国家の解体によって、これらの国々に
おける宗教の位置づけは大きく変わらざるを得なくなった。経済
の市場化その他の改革に伴う宗教の復興が、重要な社会現象とし
て多くの人々によって指摘されたのである。彼らは「宗教が開放
された」とするが、こうした捉え方は社会主義の終焉を迎えた（あ
るいは迎えつつある）諸国における宗教の実情を理解するには不
十分である。いわゆる「ポスト社会主義」の諸国は社会主義とい
う経験を完全に忘れてはいない。むしろ、社会主義の経験が、国
家と個人それぞれのレベルにおいて宗教との関わり方を形作って
いるのである。そして、社会主義という過去と改革という現在の
間の力学は、複雑で多様な宗教生活を生み出している。ポスト社
会主義諸国における宗教の発展から、社会が直面している重要な
変遷過程のあり方が見えてくる。本フォーラムにおいては、ロシ
ア、中国、中央アジアという三つの地域に焦点を当てながら、ポ
スト社会主義における宗教生活の多様性とその課題を紹介してい
くことにした。
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SGRAとは
SGRA は、世界各国から渡日し長い留学生活を経て日本の大学
院から博士号を取得した知日派外国人研究者が中心となって、個
人や組織がグローバル化にたちむかうための方針や戦略をたてる
時に役立つような研究、問題解決の提言を行い、その成果をフォー
ラム、レポート、ホームページ等の方法で、広く社会に発信して
います。研究テーマごとに、多分野多国籍の研究者が研究チーム
を編成し、広汎な知恵とネットワークを結集して、多面的なデー
タから分析・考察して研究を行います。SGRA は、ある一定の
専門家ではなく、広く社会全般を対象に、幅広い研究領域を包括
した国際的かつ学際的な活動を狙いとしています。良き地球市民
の実現に貢献することが SGRA の基本的な目標です。詳細はホー
ムページ（www.aisf.or.jp/sgra/）をご覧ください。

SGRAかわらばん
SGRA フォーラム等のお知らせと、世界各地からの SGRA 会
員のエッセイを、毎週水曜日に電子メールで配信しています。
SGRA かわらばんは、どなたにも無料でご購読いただけます。購
読ご希望の方は、ホームページから自動登録していただけます。 
http://www.aisf.or.jp/sgra/
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第39回SGRAフォーラム

ポスト社会主義時代における
宗教の復興

 総合司会 Kaba Melek （カバ加藤メレキ）　筑波大学大学院博士課程・SGRA 研究員

 日 時 2010年10月16日（土）14 : 30～17 : 30　
 会 場 東京国際フォーラム ガラス棟Ｇ510会議室
 主 催 （財）渥美国際交流奨学財団関口グローバル研究会（SGRA：セグラ）

 14 : 30‒14 : 40 開会挨拶　 今西淳子　SGRA代表

 14 : 40‒15 : 00 【発表1】問題提起と背景説明

  社会主義体制下の宗教政策とポスト社会主義の世界 6

  Erik Schicketanz（エリック・シッケタンツ）
  東京大学大学院人文社会系研究科死生学研究室特任研究員・SGRA 研究員

   　ロシア、中国、ポーランド、ウズベキスタン、ベトナム等、革命政治を中心とした
社会主義時代を経た国々において宗教の復興という現象が見られる。本発表ではこれ
らの国の社会的・文化的状況を示すために用いられる「ポスト社会主義」という特
殊な概念を紹介し、ポスト社会主義と宗教というテーマについての背景説明を行いた
い。ポスト社会主義とはいかなる状況であろうか？　そして、なぜ宗教が課題として
出てくるのであろうか？　これらの問題を理解し、またポスト社会主義の直接的な歴
史的背景となっている社会主義国家の宗教政策を概観的に検証する。

 15:00－15:20 【発表２】

  ロシア連邦におけるキリスト教の興隆
  ―ポスト社会主義ロシアにおける「宗教復興」 15

  井上 まどか　清泉女子大学キリスト教文化研究所客員研究員
   　ロシア連邦および中東欧諸国において、社会主義体制の崩壊後にみられる「宗教復

興」にはどのようなファクターが見いだせるだろうか？　また、この「宗教復興」は
どのように性格づけられるであろうか？　さらに、社会主義時代の経験はいかなる特

プログラム
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徴を形作っているであろうか？　本報告では、キリスト教の復興という局面に焦点を
絞り、ロシア連邦を中心に、中東欧の事例と比較しつつこれらの問いを検討する。ソ
連崩壊後、政治体制や経済のみならず、教育、医療、福祉諸分野の大きな制度改革が
行われ、ロシアでは人々の「精神の空洞化」が盛んに論じられた。宗教に関わる領域
においては、自由化／市場化ともいえる状況が出てきたが、1990 年代後半以降、そ
うした宗教の市場化を規制しようとする政府の姿勢が、ロシア正教会との諸分野での
協力関係構築というかたちで見いだされる。本報告では、ロシア連邦の宗教政策の変
化に言及しつつ、宗教を日々の営みにとりいれていく人々のありようを上記の問いに
沿って考察する。

	 15:20 － 15:40	 【発表３】

		  中央アジアにおけるイスラームの復活	 28

		  Timur Dadabaev（ティムール・ダダバエフ）
		  筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授、 
		  東京大学人文社会研究科付属次世代人文学開発センター客員准教授

		  �　近年の国際情勢において、宗教、特にイスラームは重要な要素となっている。それ
は旧ソ連中央アジア地域でも例外ではない。この地域における宗教の位置づけ・役割
はソビエト連邦の成立と崩壊によって大きな変容をみた。中でも、近年、様々な過激
派が中央アジアへ侵入し、また、経済状況が悪化する中、イスラーム過激派運動の支
持基盤が強化されたことは、各国政府を警戒させ、宗教と国家の関係を見直す契機と
なっている。そのような状況下、中央アジアにおいて宗教はどのような役割を果たし
ているのか。ソ連時代とその後におけるいわゆる「日常イスラーム」はどのようなも
のなのか。また、近年、中央アジアに姿を現した宗教原理主義の歴史的・社会的背景
は何なのか。各国政府の対応とその効果はいかなるものだったのか。そして、それが
中央アジア情勢に与える影響はいかなるものなのか。本発表では、これらについて検
討を行う。

	 15:40 － 16:00	 【発表４】

		  中国のキリスト教 
		  ―土着化の諸段階とキリスト教の社会的機能� 35

		  Sonntag Mira（ゾンターク・ミラ）
		  立教大学文学部キリスト教学科准教授・SGRA 研究員

		  �　毛沢東による文化大革命においてキリスト教とイスラーム教は勿論、中国が本土で
あった仏教及びその他の宗教も物質的精神的両面において大きな被害を受けた。キリ
スト教は存続こそできたが、迫害の経過からプロテスタント派キリスト教は二つの
流れに分れてしまった。両派の対立は、1980 年から政府による宗教団体を対象とし
た政策により被った被害に対する賠償請求などを含めた復権にもかかわらず、現在に
至っている。一方は、1950 年代の三自愛国運動に遡るが、宗教団体として政府の公
的認定と政府との協調路線を望む現中国基督教協会加盟の諸教派である。もう一方
は、政府の干渉を常に防ごうとする家庭教会である。これらプロテスタント派もカト
リック派もこの30 年間に信徒数を伸ばした。経済成長を支える都市化によって薄ま
りつつある家族の連帯感を補強する家庭教会であれ、他者の尊重、隣人愛と公正を

「自由に導く自制」として教える中国基督教協会の諸教会であれ、急速な社会変動を
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消化しなければならない国民の道徳観の健全化への貢献が期待されている。しかし、
同時に、家庭教会の周縁に、メシアを自称し、終末思想などを喧伝するキリスト教系
の新宗教が相次いで誕生しており、キリスト教そのものに対する政府の姿勢は依然と
して不安定である。本発表ではそれぞれが現代中国において担う役割について説明す
る。

	 16:10－17:30	 パネルディスカッション		 	47
		  進行　島薗 進（東京大学文学部宗教学科教授）

		  パネリスト: 陳 継東（武蔵野大学人間関係学部准教授）、および上記講演者

	 17: 30	 閉会挨拶 　嶋津忠廣　SGRA 運営委員長

	 	 講師略歴  61

	 	 あとがき		63
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第39回SGRAフォーラム	 ポスト社会主義時代における宗教の復興

はじめに
　1980年代以降、社会主義体制は全世界的な危機にさらされ、多くの社会主義
政権が次々と崩壊していった。その結果として、中東欧、中央アジア、東アジア
などの諸地域社会が大きな変化に直面することとなった。旧社会主義諸国におい
ては、その後の社会がどのように変化していくか、社会と国家の関係性をどのよ
うに再構築していくか、という点が大きな問題となったのである。体制崩壊後に
生じた宗教の復興も、その主要な課題の一つとして浮かび上がってきた。宗教を
統制し弾圧してきた社会主義政権の終焉後、宗教が新たに社会の表面に湧き出て
くるという現象が多くの旧社会主義社会に見られたのである。それは一見する
と、宗教が長い弾圧の後、社会主義の支配から解放されたかのように映った。
　社会主義時代後の宗教復興は研究者の注目を引きつつある1。社会主義の終焉
後、その社会において宗教はどのように再構築されたのか？　また、宗教にとっ
て、「ポスト社会主義」という状況はどのような意味を持っているのか？　
　今回のフォーラムでは、各発表を通じてこうした問題を検証することにより、
その政治・社会的背景と現状を確認し、今日の宗教情勢の重要な一端を明らかに
したい。
　ここでは、ポスト社会主義と宗教にかかわる課題をいくつか取り上げ、ポスト
社会主義における宗教復興の歴史的背景である「社会主義時代の宗教政策」を簡
単に紹介する。だが、まずはこのテーマの主要概念の説明を行わなければならな

社会主義体制下の宗教政策と
ポスト社会主義の世界

エリック・シッケタンツ
東京大学人文社会系研究科死生学研究室特任研究員・SGRA会員

発表 1
問
題
提
起
と

背
景
説
明
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社会主義体制下の宗教政策とポスト社会主義の世界	 Erik Schicketanz（エリック・シッケタンツ）

い。一般的には馴染みのない「ポスト社会主義」という概念は、そもそも何を意
味しているのだろうか？

「ポスト社会主義」の定義の試み
　分析のカテゴリーとして、ポスト社会主義という概念が1990年代から広く使
用されるようになった。「ポスト社会主義」という言葉は、文字通り「社会主
義の後」という意味であるが、そこには二つのニュアンスが含まれている（図
１）。一つは、時間的な意味での「後」である。もう一つは社会システムとして
の「後」である。したがって、社会主義体制が崩壊した後の、新社会への変遷期
間を指す意味で使われることが多い。文化人類学者のキャロライン・ハンフリー

（Caroline Humphrey）は特に次の３点が「ポスト社会主義」概念の前提とされ
ていることを指摘している。

　１ �ある社会体制の急進的で完全な移行は不可能であること。
　２ �現実の政治体制として存在していた社会主義は社会の根幹までその影響を

及ぼしており、政治的実践としてのみならず、イデオロギーとしても根づい
ていたこと。

　３ �現実の政治体制として存在していたさまざまな社会主義政権は、その基礎
において統一性を持っていたこと。それは公共イデオロギーとしてのマルク
ス主義と政治実践としてのレーニン主義に共通する統一性である2。 

図1
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第39回SGRAフォーラム	 ポスト社会主義時代における宗教の復興

　つまり、かつて社会主義が支配イデオロギーであったという共通経験が重視さ
れており、ポスト社会主義の定義においては、過去に注目が置かれているともい
えよう。以上の定義に基づいて、社会主義終焉後、異なる成立過程を辿って来た
旧社会主義国家同士の比較が可能となる。
　ポスト社会主義と呼ばれる諸地域は非常に多様である3。これは「ポスト社会
主義」という概念の一枚岩的な捉え方を難しくしてしまう。ロシアを始め、ポー
ランドやチェコなどの中東欧諸国はもちろん、ソ連の一部であったカザフスタン
やタジキスタン、ウクライナやベラルーシ、さらにはモザンビーク、中国等とい
う多様な文化的背景を持つ国々が、ポスト社会主義という枠組みに基づいて注目
されている（図２）。中国のように未だ共産党政権が存在している国さえも「ポ
スト社会主義」という概念で扱われるのは、一見するとやや奇妙に感じられるか
もしれない。だが、社会主義政権自体はまだ存在していても、かつての革命政治
は既に終わっており、市場経済の導入により劇的な社会変動の最中にあることか
ら、ポスト社会主義国という枠組みでこれらの国を扱う研究者が現れている4。
　また、新しい政治社会体制がすでに定まり、変動期としての「ポスト社会主
義」は終わりを迎えたと言える国も少なくない。だが、ハンフリーの定義におけ
る重要なポイントの一つは、社会主義の経験が完全に消えておらず、現在の社会
にまでその影響を及ぼしている、という指摘であった。社会主義は社会の形成に
深く関与していたため、政治体制としての社会主義の時代は終わっても、その経
験と遺産が簡単になくなるはずはない。このように、概念の狭い意味での使い方
ではなく、現体制に対する社会主義の影響という点に注目すれば、そういった
国々にとってもポスト社会主義というカテゴリーが当てはまると思われる。

図2
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　以上からうかがえるとおり、「ポスト社会主義」というカテゴリーはさまざま
な複雑さを孕みながら、旧社会主義諸国に対する分析のアプローチとしての有効
性は保っている。ハンフリーは、「ポスト社会主義」という枠組みにはさまざま
な問題もあるが、これらの新社会に対する社会主義の「遺産」が何なのかはまだ
明らかにされておらず、社会主義という共通経験を持つ諸国を比較する有意義な
カテゴリーになり得るとして「ポスト社会主義」を評価している5。
　特にこれらの社会に見られる宗教の復興のざまざまな原因と背景を理解するた
め、社会主義がなしてきた歴史的基盤を考慮に入れることが重要だと思われる。

社会主義時代における宗教政策
　宗教復興の現状を理解するため、まずは社会主義時代の対宗教政策とその背景
となる思想の特徴を簡単に紹介する必要がある（図３）。
　社会主義の諸政権は、人間生活における物質的な要素を重要視する唯物主義を
唱え、社会の世俗化を目指していた。多くの社会主義政権が宗教を社会主義と対
立させる二分法で捉えていた。科学的であるとされた社会主義が代表する合理
性、科学性、運命に対するコントロールと能動性は、宗教が代表する迷信性、運
命に対する消極性や貧困生活と対照されていた6。従って、社会主義は宗教と共
存するのではなく、社会主義が宗教の代わりに機能すると考えられていた7。宗
教の束縛からの解放が社会の発展の一部として位置づけられていたのである。

図3



10	 © 2011 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
57

第39回SGRAフォーラム	 ポスト社会主義時代における宗教の復興

　以上の思想的土壌に基づいて、すべての社会主義国は、その程度と方法の差こ
そあれ、何らかの形で宗教統制や弾圧を行ったのである。社会主義体制下の宗教
政策といえば、例えば1930年代のソ連においてスターリンにより行われた厳し
い宗教弾圧と、1960年代後半以降の中国における文化大革命による宗教迫害が
すぐに思い浮かんでくる。ソ連では、1929年以降の約10年間で、95％の教会が
強制的に閉鎖され、多くの聖職者が殺害もしくは投獄された。中国では1960年
代後半から始まった文化大革命の際、社会の発展を妨げるとされた封建社会時代
の名残として、仏教寺院、教会、モスクなどの宗教施設が数多く破壊され、土着
の諸宗教も甚大な迫害を受けた。
　宗教を無用のものと見なすスタンスは全ての社会主義政権が共有していたが、
時期と政権によって、その具体的な宗教政策は大きく異なっていた。完全な弾圧
というより、むしろ一般的だったのは宗教に対する厳しい統制政策だったともい
えよう。個人の信仰の自由は多くの社会主義国家で少なくとも法律上では保証さ
れていたが、宗教教団は官僚機構の厳格な統制下に置かれ、学校では世俗主義的
な教育が徹底的に行われ、聖職者の布教活動は制限されていた。結果として、国
民の多くは宗教と関わりの薄い日常生活を送っていた。しかし、先に述べた弾圧
の時期を除いて、大抵の社会主義国では既存の宗教の存続が形式上許されていた
し、1970・80年代のポーランドでは、地元の教会が経営している学校で、キリ
スト教教育を受けることが可能だったという例さえ見られる。従って、ほとんど
の社会主義国家において、宗教が完全にその姿を社会から消していたというよ
り、社会における宗教の位置付けが大きく変わったと言った方が良い。社会主義
体制下の宗教政策により、宗教は公共的空間から排除され、家庭などのプライ
ベートな次元に限られるようになり、その組織的な力を大いに失った。つまり、
社会主義政権の宗教政策によって、宗教の「私事化」が起こった訳である8。重
要なポイントは、社会主義体制下においても宗教が存続していた以上、社会主義
崩壊後に改めて宗教が再現されたという認識は正確ではないということである。

マルクスとレーニンの宗教批判
　そもそも社会主義体制はなぜ宗教を敵対視したのだろうか？　すでに述べた宗
教が内在する「非科学性」のほかに、マルクス・レーニン思想で宗教が持ってい
るとされた政治的機能も要因の一つに数えられる。
　諸社会主義体制に見られる宗教観は、その起源をカール・マルクス

（1818–1883）に遡るところが大きい。マルクスの有名な比喩に「（宗教は）民衆
の阿片である」という言葉があるが、マルクスにとって、宗教は階級支配体制が
生み出す民衆の苦しみを癒すドラッグであった。だが、これは宗教を必ずしも悪
く捉えているわけではない。宗教が大衆の現実的な苦難への抵抗に供する機能を
持つことを、マルクスは認めたのである9。しかしながら、宗教による救済は最
終的には幻にすぎない。宗教は上流・中産階級による支配の思想的基礎の一部を
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なしているイデオロギー的手段である。いずれにせよ、マルクスにとって、宗教
は体制を維持し、大衆を隷属させるものであった。逆に、科学に基づいた無神論
が人間をこの政治的な束縛から解放するとした10。現存の社会体制から民衆を救
済するためには、宗教によるかりそめの解放がなくならなければならないのであ
る。人間を解放するのはあの世における救済ではなく、この世における政治的社
会的体制の革命であると考えたのである。だが、宗教をこのように批判しなが
ら、マルクスには宗教を強制的になくそうとする主張や実際の試みが見られない11。
マルクスによると、社会体制を革新して科学と世俗的な教育が発達すれば、宗教
を生み出してしまう条件もなくなり、民衆は自然に宗教の必要性を感じなくなる
という。
　マルクスに比べて、ウラジーミル・レーニン（1870–1924）は宗教をより積極
的に敵視していた。レーニンにとって、宗教は超克すべき支配構造の重要な一要
素であった。彼は、教団や教会という宗教組織を、支配層による民衆の搾取と支
配の手段と見なし、宗教の弾圧を階級支配に対する闘争の一部として捉えていた12。
　多くの社会主義政権の宗教政策には、こうしたマルクスとレーニンの二つのス
タンスが混ざり合っており、世俗的な教育によって、宗教が自然に消えるという
期待と、強制的に宗教を排除するという二つの姿勢が社会主義体制において共存
していたのである。

ポスト社会主義と宗教
　社会主義の崩壊後、旧社会主義圏の諸社会は西ヨーロッパや北米諸国からもた
らされた政治と経済を模範にし、資本主義・自由民主主義社会へと発展してい
く、と多くのコメンテーターが予見した。確かにそうした例も見られるが、多く
の旧社会主義社会はそれぞれ独自の発展の方向性を示している13。これらの社会
における宗教復興という現象自体も、ある意味ではこのような予測に逆らうもの
である。社会発展論では、世俗主義が近代化の中心的な一部として位置づけられ
ており、世俗化は逆行できない一方通行の発展プロセスであるとされた14。しか
し、長期間にわたって行われた世俗的な教育にもかかわらず、宗教はその力を失
わなかったようである。宗教復興の背景を簡単にまとめることはできないが、社
会主義が標榜した倫理と価値観がその信憑性を失った後、新しい倫理への希求が
宗教復興の原動力となった一要因であることを指摘できる15。
　しかし、宗教の復興を単に社会主義政権による弾圧からの「宗教の解放」とし
て見ることはあまりにも単純すぎる。むしろ、新しい政治的社会的環境におけ
る「宗教生活の再建」という観点から捉えた方が有意義だと思われる。なぜなら
ば、再建という観点こそが宗教復興の過程における流動性と多様性を見極める可
能性を持っているからである。そもそも宗教がそれほど復興しなかった旧社会主
義国も多数存在する。このように、宗教が解放されたという単純な見方は宗教復
興を必然的に起こるものと見なし、その具体的な背景を見過ごしがちになるとい
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う問題を孕んでいる。宗教生活の再建という観点から見ると、以下の数点が注目
に値する大きな課題として浮上してくる（図４）。
　社会主義の崩壊後、多くの国では宗教に対する統制が緩和された。これは社会
主義政権が完全になくなった国々をはじめ、共産党政権がまだ存在する中国やベ
トナムにおいても見られる現象である16。社会主義時代に厳しく統制され、プラ
イベートな次元に限定されていた宗教は、再び公的空間に出る機会を得た。その
ため、研究者たちは社会主義後に関して、宗教の「脱私事化」を重要な現象とし
て指摘する17。
　宗教の公的空間への新たな出現とともに、宗教の「市場化」という現象も取り
上げられた18。社会主義時代の宗教統制が社会主義以前に存在していた土着の宗
教文化を破壊したため、ポスト社会主義の時代には、海外からの宗教の進出も含
めて、新しい宗教文化の誕生を可能とした19。宗教の市場化という主張は自由な
市場において、さまざまな宗教が平等に競争できるようになったという発想に基
づいている。
　しかし、本当にこのように自由な市場が存在しているのだろうか？　統制が緩
んだとはいえ、新しい政権が新たな宗教政策と統制システムを敷いた事例も少な
くない。社会主義時代に宗教統制の組織的な基盤であった官僚的中央集権主義は
多くの新政権に継承されており、宗教は社会主義終焉後も官僚体制の統制下にあ
る。従って、宗教に対する統制がなくなったというより、宗教が新たな制度の統
制下に置かれたと言った方が妥当であろう。そしてこの統制制度の変更が、宗教
にとって具体的に何を意味するのか、注目する必要があろう。
　また、国家が特定の宗教を優遇する、国家と宗教の協力関係も見られる。これ

図4
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が宗教の「国家化（nationalization）」とも呼ばれる現象である20。宗教と国家の
関係は新政権のアイデンティティ形成の上でよく現れる。かつて社会主義政権に
はマルクス・レーニン主義の思想が思想的・文化的アイデンティティを与えた
が、社会主義政権の崩壊によって多くの国家がアイデンティティの再定義を余儀
なくされた。そもそも新しい政権や国家はどのような思想的・文化的土壌の上に
成立しているのか、という問題である。ポスト社会主義諸国を見ると、主にナ
ショナリズムが新しいアイデンティティを提供する役割を果たすようになった
が、宗教も新しい社会と国家のアイデンティティ形成において頻繁に使用されて
いる。この意味では、国家による宗教の積極的な利用という現象が見られる。
　また、ポスト社会主義政権のアイデンティティ形成における宗教の役割は、社
会主義時代に宗教を民族的アイデンティティと密接に結びつけた「民族文化化

（folklorization）」政策にその淵源があることも少なくない。社会主義時代におい
て、宗教は形而上的な教義や信仰の制度としてではなく、民族文化や習慣として
世俗的に定義され、特に少数民族の公共アイデンティティにおいて中心的な役割
を果たしていた現象がよく見られる。社会主義終焉後、新しいエリート層がこの
政策によって定着した国民文化の一部としての宗教という見方を引き継ぎ、新国
家のアイデンティティ形成の動因としたことが見られる21。
　むろん、旧社会主義諸国をみると、宗教の現状はそれぞれ大きく異なってお
り、一括的には取り扱いにくいのである。だが、ソ連崩壊の約20年後の今日、
旧社会主義諸国において宗教が今までどのような条件下で、どのように再建の道
を辿ってきているのかという問題について、総括的な研究に取りかかるべき時代
が来ているのではなかろうか。総括するためには、さまざまな地域の各経験を比
較する必要があると思われる。この目的を達するため、本報告書に含まれた各発
表とパネルディスカッションでは、ロシア、中央アジアと中国という三つの地域
に焦点を当てながら、以上で取り上げた抽象的な論点の究明に少しでも貢献でき
れば幸いである。
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「宗教」および「宗教復興」について
　宗教復興ということばは、きわめて多義的である。宗教をどのように定義する
のか、また、社会における人々の自発的な活動の結果として「復興」を理解する
のか、それとも社会政策の視点から「復興」をとらえるのか、という検討が必要
であろう。さらに、ポスト社会主義についても、どのように定義するかという課
題がある。ポスト社会主義を「ソ連崩壊後（あるいは解体後）」ととらえるので
あれば、もはや「崩壊後（解体後）」ではない、という議論もある。
　宗教の定義については、シッケタンツ氏による四つの指摘においても「宗教」
は多義的であるといえよう。「宗教は社会主義時代にも存在・存続している」と
いう一つめの指摘における「宗教」は、「宗教団体」という意味合いで使われて
いるように思われる。ソ連のフルシチョフ以降の宗教団体数の統計（表１、表
２）にみられるように、「宗教団体」という意味で「宗教」をとらえるならば、

ロシア連邦における
キリスト教の興隆
―ポスト社会主義ロシアにおける「宗教復興」

井上まどか	清泉女子大学キリスト教文化研究所客員研究員

発表 2

表1 表2
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確かに社会主義時代にも存在・存続していたといえるからだ。他方、「社会主義
が標榜した倫理と価値観がその信憑性を失った後、新しい倫理への希求が宗教復
興の原動力となった」というシッケタンツ氏の二つめの指摘においては、「宗教」
を世界観としてとらえたほうがより良く理解できるように思われる。発表者（井
上）の見解としては、現象としての「宗教復興」にはさまざまなファクターがあ
り、「原動力」と呼びうるものの存在を確定することは難しいと考えるからでも
ある。この二つめの指摘については、社会主義時代の世界観、たとえば「新しい
未来」への楽観的な進歩史観やソビエト的人間（「ホモ・ソビエティクス」）像が
失墜した後に、ポスト社会主義時代の新しい世界観を創出するにあたって新しい
倫理・価値観への希求が原動力となった、と解釈したいと思う。
　今日のロシアは、多民族・多宗教国家としての立場とロシア正教会を中心的存
在に据える立場とを両立させようとしている。この点に注目して、シッケタンツ
氏の三つめの指摘「国家による宗教の積極的な利用：宗教も新しい社会と国家の
アイデンティティ形成に利用される」を次節以降で検討したい。その検討を通し
て、今日のロシアがロシア正教会、イスラーム、仏教、ユダヤ教という四つの宗
教伝統を管理・監督下におき、国家との協調関係を推進するような宗教行政を
行っていること、言い換えれば一種の公認宗教制度に向かいつつあることが明ら
かになるだろう。
　最後に、ソ連時代における「民族文化」化について、ここで言及しておきた
い。シッケタンツ氏の四つめの指摘は、「アイデンティティ形成における宗教
の役割：宗教を民族アイデンティティに結びつける社会主義時代の『民族文化』
化」である。ソ連時代における民族アイデンティティと宗教の関係については、
注意すべき点がいくつかあると思われる。
　ソ連初期の民族政策は、諸民族の「実質的平等」の見地から言語政策や少数民
族出身者の要職登用が進められ、「大ロシア的ショーヴィニズム（排外主義）」は
批判されていた。しかし、1920年代に推進された「民族文化」化は、1930年代
には転換を迎え、それまで否定されていた帝政ロシア時代の周辺諸民族征服も肯
定的に位置づけ直された。こうした民族政策の転換は、スターリン時代の「伝統
の回帰」あるいはロシア語の拡大やロシア中心主義と軌を一にしているが、その
後もロシア語・ロシア人ヘゲモニー（覇者としての権力）は強まったとみられて
いる。
　ここで指摘しておかなければならないことは、民族アイデンティティの中枢を
宗教が占めることに対しては、当初から、きわめて慎重な政策がとられてきたと
いう点である。例えば、モスクワで開催された第1回全ロシア・ムスリム共産主
義者大会（1918年11月5日）では、旧称「ロシア・ムスリム共産党」の代わり
に共通名称「ロシア共産党」の採用を決めた1。またムスリム・コムニスト中央
委員会は、ロシア共産党ムスリム組織中央ビュローに改称された。名称変更によ
る組織再編という形をとることによって、ムスリム共産党とその中央委員会は解
散・解消されたのではなく、またロシア共産党へ吸収・合併されたのでもないと
いう慎重な手続きがとられた。それは「プロレタリア国際主義の家族に属する抑
圧された者同士の民族的摩擦を除去する」ため、「全民族の単一にして完全なプ
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ロレタリアートへのすみやかな融合」のためであった。
　確かに対ムスリムについては、当初、ムスリムの宗教感情を損なわないような
戦略がとられていた。例えばトルキスタンでは、イスラームの礼拝施設の返還や
宗教裁判所の復興、宗教学校の合法化などが提案されたことがあったが（1922
年5月18日付党中央委員会決議「トルケスタン―ブハラー問題について」）2、ム
スリムであるという属性が突出するような動向は取り締まりの対象となった。つ
まり社会主義の目的が達成された暁には「民族」は解消されるものであると考え
られており、とりわけ民族自決と宗教（たとえばイスラーム）が結びつくことに
対して用心深かった。
　以上、シッケタンツ氏の指摘に発表者の見解を付した上で、次節以降では、①
社会主義時代の経験はいかなる特徴を形作っているのか？　②ポスト社会主義に
おける「宗教復興」はどのように性格づけられるであろうか？　という二つの点
に絞って論じていきたい。

社会主義時代の宗教をめぐる経験

「お祈りするのは自由だけれど
でも……神様にしか聞こえないように」

（ターニャ・ホドケーヴィチ）3

　ポスト社会主義時代との連続性でとらえられるのは、①宗教行政のあり方、②
イデオロギー教育を含む国家による宗教の手段的利用（スターリン時代に顕著に
みられる）、③キリスト教宗派の差別化であるといえよう。
　ただ、宗教者や信仰者に対する弾圧、また、宗教団体に課せられた制限という
点では社会主義時代の経験は特異なものといえる。本節では、まず連続性に関連
する上記の3点について述べ、次に社会主義時代の特異性といえる点について述
べていきたい。
　一つめの宗教行政のあり方については、宗教団体の監督機関の観点から見るこ
とができよう。1918年1月20日の「良心の自由、教会および宗教団体に関する
布告」および1月23日の「国家と教会、教会と学校の分離に関する布告」によ
り、国家や学校と教会との分離、および教会・宗教団体の経済的基盤の解体が目
指された。ここで、財産権および法人格が否定された。法人格は1929年の宗教
団体法（「宗教団体に関する決定」）においても否定されている（1975年の法改
正により法人格は認められるが、登録期間が短縮されたため、実質的に新しい登
録は難しかった）。ただ、宗教団体は、宗教団体として登録し、条件を満たした
場合のみ、一定の合法的地位を得ることができた（1929年宗教団体法による）。
　社会主義時代に宗教団体を直接に規制・監督した国家機関は、「ソ連邦閣僚会
議付属宗教問題評議会」である4。この機関は、1965年12月に前身となる２つの
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評議会の統合によって成立した。前身となった2つの評議会とは、「ロシア正教
会問題評議会」（1943年9月に創設）とイスラームや仏教などの宗教団体を対象
とする「宗教信仰問題評議会」（1944年に創設）である。この評議会の主要任務
は、①ソ連憲法、国教分離布告などの良心の自由を規定する法令の遵守、および
それらの適切な適用・執行の監督、②1929年宗教団体法の適用実践の検討と総
括、宗教問題に関する法令等の草案作成および閣僚会議への上程、③諸宗教組織
の活動の通知、④宗教団体による国際提携の実現や平和・民族友好運動への参加
の援助である。これらを遂行するために、次のような権限が評議会に与えられ
た。①宗教団体の登録・登録破棄、および礼拝堂・礼拝建物の開設・閉鎖に関す
る決定権、②宗教団体が宗教立法を遵守しているかどうかを監督し、侵害した場
合にはそれを除去するために義務命令を発する権利、③中央・地方の国家機関に
対して宗教立法の適用に関する解釈を与える権利、④宗教立法に反する法令の廃
止を提案する権利である。
　この機関は連邦レベルの組織であるが、連邦を構成する共和国のレベルでは、
アルメニア、ウクライナおよびロシア共和国において存在していた。その他の連
邦構成共和国、自治共和国、地方および州には、全連邦宗教問題評議会の全権委
員が設置されている。連邦レベルおよび共和国レベルの機関の活動を補完してい
たのは、地方（特に地区・市）の勤労者代議員ソビエト執行委員会である。とり
わけ、ソビエト執行委員会内に設置されている「宗教立法遵守監視援助委員会」
と呼ばれる組織であった。
　この「ソ連邦閣僚会議付属宗教問題評議会」は、ソ連良心自由法の成立後、役
割の変更を余儀なくされた5。それまでは高次の決定機関であったが、政府の代
表・諮問および仲裁機関へと変化したのである6。同法第29条によると「国家宗
教問題機関」が新設され、宗教問題に関する「情報、諮問および鑑定センター」
としての役割を果たすとされている。これは宗教団体に対する国家の権限が縮小
されたと理解することができよう。この動きをさらに推し進めたのがロシア共和
国の宗教法（前注参照、以下「1990年ロシア宗教法」）であり、そこでは、宗教
団体に対する監督権つまり国による統制が禁止され（第11条）、あらゆる宗教お
よび宗教団体の法の下の平等が規定されている（第10条）。
　今日、政府の諮問機関として、ロシア連邦大統領直属の「宗教団体協力評議
会」、およびロシア連邦政府直属の「宗教団体委員会」があり、両者に宗教団体
の代表者が参加している。また1998年に設立された「宗教間評議会」には、ロ
シアの伝統宗教とされるロシア正教、イスラーム、ユダヤ教、仏教の代表者が参
加している。今日のこれらの評議会や委員会を、国家による統制・介入という性
格の強い、社会主義時代の「ソ連邦閣僚会議付属宗教問題評議会」との連続性と
いう視点のみから論じるのは必ずしも適切ではない。ただ、宗教団体を管理・監
督するという点で、国家統治を目的とした宗教行政という連続性を指摘すること
ができるだろう。
　二つめの国家による宗教の手段的利用については、正教会の例をまず挙げた
い。ボリシェヴィキ政権下で第11代総主教に就任（1917年11月21日）したチー
ホンの後継者であるセルギーはソビエト権力への恭順を示し、『忠誠宣言』を公
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にすることによって、制限付きの合法的地位を得た7。1927年のことである。た
だ、1925年のチーホン死去後に新たな総主教の選出は行われず、総主教制は実
質的に廃止されたに等しかった。こうした状況は、1941年に始まった独ソ戦を
機に、国家によるさらなる宗教の手段的利用へ進んでいった。スターリンはセル
ギー府主教と数人のロシア正教会聖職者をクレムリンに招き（1943年9月4日）、
ロシア正教会に総主教制の復活を認め、「戦闘的無神論者同盟」8を解散するとと
もに、ロシア正教会に愛国心昂揚の担い手としての役割を求めた。具体的な措置
として、1944年には、登録された宗教団体に対して、国家機関の許可を得ると
いう条件の下、建物の建設・賃借・購入の権利や宗教的な書物・雑誌を出版する
権利が付与された。とはいえ、これらの権利は実質的なものではなく、形式的な
ものにとどまった9。
　さらに、正教会を中心とする平和活動については、国家から資金援助がなされ
ていた10。これは多くの平和活動が国際的な場面で行われることを考慮し、限定
的に宗教団体の社会的機能を認めて、国益に関わる活動を担わせていたとみるこ
とができる。
　三つめのキリスト教宗派の差別化については、まず社会主義時代の宗教団体の
登録をめぐる動きからみていきたい。1929年の宗教法により、宗教団体は登録
を行うことで、一定の要件を備えている場合には、合法的地位を与えられた。宗
教団体として、教会、教派、教団のほかに、「信者団体」と「信者集団」の２つ
の団体があり、前者は18才以上の市民、20人以上から成り、後者は20人未満の
場合である。前者の「信者団体」は一定の合法的地位を与えられた。しかし、こ
の登録には差別化がみられたことがわかっている。たとえば、ペンテコステ派や
独立バプテスト派は、国家から登録を拒否されていた11。
　ただ、宗派による差別という点を考慮するならば、帝政時代の宗教政策を検討
する必要がある。帝政時代の宗派差別とは対照的に、革命後の一定期間において
は、少数派の宗派――ドゥホボールやモロカン、および兵役拒否を主張するメ
ノー派など――に対してソビエト権力は友好的態度を維持していたという指摘も
あり12、社会主義時代の宗派差別は、少数派宗派への政策転換の後に生じたもの
としてみる必要がある。
　ポスト社会主義時代における宗教団体の登録については、とりわけ1997年宗
教法の制定以降に、いくつかの問題点が報告されている。たとえば救世軍やエホ
バの証人の法人登録において、さまざまな理由により書類が受理されない（つま
り宗教法人として登録されない）というような問題である。さらに1997年宗教
法では、15年条項が登場し、登録時点で15年以上の活動記録がない場合には、
毎年登録を更新しなければならないという制限がついており、その点が少数派宗
派を含め、いわゆる新宗教団体への差別としてみなされたという経緯がある。
　以上、社会主義時代とポスト社会主義時代の連続性について検討してきた。
ここまでは社会主義時代の宗教法について、1918年の布告および1929年の宗教
法、1975年の宗教法改正について言及してきたが、以下では、社会主義時代の
憲法や刑法に注目して社会主義時代の特異性を検討していきたい。
　1918年7月6日のロシア共和国憲法および1936年の連邦憲法では、ともに国家
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と教会の分離が規定されている。ただ、信仰の自由（憲法では「良心の自由」）
という点では、両者の間に差異がみられる。1918年のロシア共和国憲法では、
市民には宗教的および反宗教的宣伝の自由が与えられた（第13条）。他方、1936
年の連邦憲法では、市民の宗教的礼拝の実施の自由と反宗教宣伝の自由を規定し
ている（第124条）。つまり、宗教的宣伝の自由を謳っていた1918年ロシア共和
国憲法に比べて、1936年憲法では「宗教的宣伝の自由」は明記されておらず、
信仰の自由（＝「良心の自由」）の範囲は狭められたといえる13。この「良心の
自由」の範囲縮小は、具体的には、執行委員会の許可なしに宗教活動を行うこと
を禁止する形であらわれていた。例えば、信者総会の開催や礼拝用施設ではない
場所――信者の居室・住宅など――で儀式を行うことは執行委員会の許可なしに
行ってはならなかった14。また、このように制限された「良心の自由」は、「反
ソ扇動・宣伝」（1960年のロシア共和国刑法第70条）の規定と結びつき、取り締
まりの対象となった15。例えば、この刑法第70条は、無検閲の宗教誌を編集し、
クリスチャン青年セミナーを主催したという理由で1979年に逮捕されたロシア
正教徒や、宗教的書物を書き配布したという理由で1981年に逮捕されたペンテ
コステ派信者に適用された。また、1985年にモスクワで、喘息と心臓病で入院
していたロシア正教徒が退院後まもなく逮捕され、1986年には第70条違反で国
内流刑に処せられた。その理由は、西側で発行された宗教文献を所持していたこ
とと、彼の妻がすでに同じ規定で逮捕されていたことである。妻の逮捕理由は、
キリスト教雑誌『ナデージダ』を編集し、それを10部所持していたことである。
妻は1982年に逮捕され、1983年、裁判でアルタイ地方への流刑判決を受けた16。
　さらに、信仰の自由をめぐる問題は、家庭という私的な領域にまで浸潤して
いった。ソルジェニーツィンは『収容所群島』の中で、子供の宗教教育について
次のように述べている。

　　　�子供の宗教教育は20年代には第58条10項によって政治的犯罪、すなわち
反革命的煽動と見なされるようになった！　たしかに法廷ではまだ宗教
を棄てるチャンスは与えられていた。父親は宗教を棄てて子供を育てつ
づけ、母親はソロフキ島へ行く、といったケースもたまにではあったが
あることはあった（この数十年間、こと信仰に関しては女性のほうがずっ
としっかりした態度を見せてきた）。宗教犯は全員、当時最高の刑期だっ
た10年を申し渡された17。

　国家および学校と教会の分離の布告（1918年）によれば、国公立学校および
普通私立学校における宗教教育は禁止されていたが、私的な宗教教育は認めら
れていた。しかし、1977年憲法は、「子の養育について配慮し、社会的有用労働
に就けるように子を教育し、子を社会主義社会の立派な構成員に育てる」義務

（第66条）をソ連市民に課すことによって、市民による私的な宗教教育を事実上
制限している18。たとえば、プスコフ州の林務官夫妻が子供に精進日を守らせた
り、定期的に教会に通わせ、そこで聖書を読唱させたりしたという理由で、親
権を剥奪され、子供は寄宿舎に送られた事例（1962年）は、「ソ連邦・連邦構成
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共和国婚姻・家族立法の基礎」の第19条が適用されたという。また、ウクライ
ナ共和国におけるアドベンチスト派信者（母親）の場合は、子供に教会奉仕を勧
め、土曜日に学校に行くことを禁止したことが学校から子供を引き離すもので
あるとして地区教育局が人民裁判所に提訴し、（親権剥奪までには至らなかった
が）、母親から子供を引き離し、福祉当局の監督下に置くことを決定した（1975
年）。
　このように、私的領域にまで国家が介入し、信仰の自由という権利が損なわれ
ていたことは、きわめて特異な経験と指摘せざるを得ないであろう。
　本節では、社会主義時代を中心に、連続性と非連続性（社会主義時代の特異
性）を考察してきた。次節では、ポスト社会主義時代の「宗教復興」について検
討していきたい。

ポスト社会主義における「宗教復興」

「ロシア連邦は世俗国家である。どのような宗教も
国家のあるいは義務的な宗教としての地位を占めない」

（「ロシア連邦憲法」14条1項）
「宗教的諸団体は，国家とは分離され，

法の下に平等である」（同条2項）

　本節では、ポスト社会主義における「宗教復興」を二つの時期に分けることと
する。第一期は、宗教の市場化が進んだ1988年〜1990年代半ばである。第二期
は、「伝統宗教」との連携が進んだ1990年代半ばから今日までである。第二期に
おいては、1997年の「良心の自由・宗教団体」連邦法（以下「1997年法」）の制
定が宗教に関わる社会政策に大きな影響を与えたと考える。これを第二期におけ
る大きな転換点とする。まず第一期について検討していこう。
　ソ連崩壊前夜からみられるソ連政府の宗教に対する態度の変化は、1988年4月
のゴルバチョフの正教会代表者への謝罪、および同年6月に開催された「ロシア
正教会創立千年祝賀式典」へのゴルバチョフ夫妻の参加とともに語られることが
多い。ゴルバチョフ大統領は、まず、ロシア正教会総主教ピーメンなど首脳陣と
会見して謝罪を行い、教会の社会的、精神的な役割を肯定的に評価した（1988
年4月）。このときゴルバチョフは、良心の自由についての法律を作成中である
と述べ、その法律はソ連社会のペレストロイカと民主化のもとで国家と宗教の
関係をめぐる新しいアプローチとなるであろうと語った19。この法律は、1990年
10月1日に制定されたソ連の「良心の自由および宗教団体に関する法律」（以下

「ソ連良心の自由法」）である。当時、前述の組織「ソ連邦閣僚会議付属宗教問題
評議会」の議長であったハルチェフは、この法律について、1929年の宗教法か
らの脱却を目指したものであると述べ、宗教団体に法人格を付与するとともに、
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宗教団体の登録を許可制から届け出制へと変更すると発表した20。ここで注目し
たいのは、「ソ連良心の自由法」は、結社の自由に関する部分はさておき、良心
の自由に関しては、市民的および政治的権利に関する国際規約第18条に酷似す
る結果となったことである21。この「ソ連良心の自由法」と1990年ロシア宗教法

（注5を参照）はともに、その民主主義的な性格を欧米からは肯定的に評価され
ていた。
　1988年の千年祭を機に、マスメディアが正教会の礼拝の様子を報道する機会
も増えていく。例えば、1990年6月17日のイサク聖堂（サンクト・ペテルブル
グ）で行われた50年ぶりの礼拝にはエリツィンが参加し、「教会が果たしてきた
寄与は、国民の道徳と浄化」「国も精神的かつ道徳的価値のために教会とともに
当然協力すべき」との発言が報道されている。また、同年（1990年）10月には、
クレムリン内（モスクワ）で日曜ミサが開催され、市民数百人が参加し、テレビ
や新聞に聖職者が登場している。「宗教の市場化」とも呼べる状況が出来したの
は、この頃である。
　しかし、1990年ロシア宗教法はその後、外国の新宗教団体の伸長を許したと
の批判とともに、1993年に改正案が提出されることになった。改正案の約70％
はロシア正教会の提案によるもので、外国の宗教団体は特別の許可なしに布教活
動はできないという内容を含んでいた。最高会議は1993年7月14日に改正案を
採択、エリツィン大統領の署名拒否を受けて8月27日に再度可決したが、9月21
日に最高会議が廃絶されたために、実効力を持たなかった22。
　この頃（1993年8月）には、ロシア国内で結成された「全体主義的セクトから
青年を守る委員会」の活動がみられる。この委員会には、オウム真理教の信徒の
親や家族が参加していた。その後の東京での地下鉄サリン事件、およびロシアに
おけるオウム真理教の活動禁止令、および裁判や日本人出家信者の逮捕は、新し
い宗教法の制定を推進したと一般に考えられている。1993年から1994年にかけ
て、オウム真理教を含め、いわゆる外来の宗教的セクトの精力的な活動について
の言及が目立つようになる。典型的なものとしては、外国系ミッション（伝道組
織）が過去にコンサートホールやスタジアムを借り、TVやラジオを独占した例
を挙げ、ロシア正教会の勧誘活動よりも精力的であるとの指摘（オウム真理教を
念頭に置いた発言と思われる）である23。外国系ミッションの急速・精力的な展
開の例としては、韓国系ミッションがモスクワで1年間に2倍に増えた例や、統
一教会が中学校だけでなく高等学校も運営している例も挙げられている24。
　他方で、教育面では社会主義時代への反発から、脱国家化、脱イデオロギー
化の動きがみられていた。1992年に制定された連邦教育法では、訓育・子育て
の意味を含む包括的な教育・養育（воспитание）という語を避け、陶冶・教養

（образование）と教授・学習（обчение）の要素へと重点を移したところに際
立った特徴があり25、社会や国による包括的人格教育から、個人尊重や、子ども
と親の選択権の拡大などの自由化へと移行しつつあった。また、同教育法におい
ては、「国公立の教育機関と教育行政機関においては、政党、社会・政治的又は
宗教的な団体による組織の設置や活動を禁止する」（第1条5項）というように、
宗教団体および特定の政治組織と学校の分離が明記されている。
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　つまり、1992から1993年にかけての時期は、社会主義時代のイデオロギーか
らの脱却という課題、国連人権規約などロシアが締結した国際規約の遵守という
課題、さらに欧米諸国からの宗教団体をはじめとする諸団体の影響力浸透の回避
という課題、という相異なる課題に直面していた時期といえよう。1994年には、
政府と14宗派との協議機関が設置され、大統領直属とされた（前述の「宗教団
体協力評議会」）。この時期（1990年代半ば）に、第一期から第二期への移行が
あったと発表者は考える。
　第二期において、その後の諸政策に大きな影響力をもつのは、1997年法であ
る。
　1997年法案が1997年6月23日にロシア連邦下院で可決された後、ロシア国外
からは新しい法律に対する批判が次々に寄せられた。ローマ法王ヨハネ・パウロ
二世はエリツィン大統領宛の書簡で、早くも6月24日に、1990年ロシア宗教法
に比べて新しく可決された1997年法は信教の自由を制限していると批判し26、米
国の有志議員は、宗教活動を国家統制下におくものだと批判し、クリントン大統
領もエリツィン大統領に書簡を送ったほか27、米国上院では、1997年法が発効し
た場合、ロシアに対する援助を凍結する決定が行われた。
　これに対し、ロシア国内では新しい1997年法を擁護し、1990年ロシア宗教法
を批判する見解が目立つようになった。ある論者は、1990年ロシア宗教法は「超
民主主義的」であり、「ロシアの歴史的・文化的現実」とは適合しないと述べ28、
また別の論者も、1990年ロシア宗教法はアメリカ型の宗教の自由市場を出来さ
せたが、それは「ロシアの歴史的現実、およびその住民の精神的・道徳的健全さ
と矛盾」すると述べている29。
　その後、エリツィン大統領は拒否権を発動し、反発するロシア正教会との話し
合いを経て、9月3日、修正案を下院議長に送付し30、9月19日に下院は大統領修
正案を可決した。
　この1997年法で注目されるのは序文である。この序文においては、ロシア連
邦が世俗国家であることが述べられたうえで、特定の諸宗教の名が列挙され、歴
史的遺産として尊重されるべきことが明記されている。

　　　�（ロシア連邦の連邦議会は）……ロシアの歴史、その精神および文化の確
立と発展における正教の特別の役割を認め、ロシア諸民族の歴史的遺産の
不可分の一部をなしているキリスト教、イスラーム、仏教、ユダヤ教およ
びその他の宗教を尊重し、良心の自由および信教の自由の諸問題におい
て、相互理解、寛容および尊重を達成するよう協力することを重要と認
め、この連邦法を採択する。

　ここでロシア正教が「特別の役割」を果たしてきたとされるのは、「精神的真
空」状態についての議論、あるいは「精神的方向の喪失」をめぐる議論を背景と
しているといえよう。例えば、ある論者の議論によれば、国家は以下の三つの要
素の結合により成立しているという。それは「行政・武力機構」、「人民多数が共
有するイデオロギー・価値」、「市場」の三つである。しかし、二つめのイデオロ
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ギー・価値についてはマルクス・レーニン主義の自己崩壊によって「精神的真
空」が生まれており、その危機から脱するためには「精神的アイデンティティの
危機の克服」が必須であり、そこではロシア正教会の役割が重要である、という
ような議論である31。
　また、大統領の修正案においては、「……ユダヤ教およびその他の宗教を尊重
し」の後に、宗教団体と国家との協力関係を強化するとの一文があったが、採択
時に削除された。その文は以下である。

　　　�ロシア連邦に存在し、社会の支持を得ている宗教団体と国家の協力の強化
を促進することを目指し、

　この一文は削除されたが、1997年法の発効（1997年10月1日）以降、「ロシア
諸民族の歴史的遺産」として上記に挙げられた諸宗教と国家との協力関係が、教
育分野を中心に進んでいる。ここで挙げられているキリスト教、イスラーム、仏
教、ユダヤ教のうち、キリスト教についてはロシア正教会が想定されていること
は明らかであり、その他の諸教は、各々ロシア連邦内で中央組織を形成してい
る。イスラームは「ロシア中央ムスリム宗教庁」であり、仏教は「ロシア伝統仏
教サンガ」、ユダヤ教は、「ロシア連邦ユダヤ協会」「ロシアユダヤ宗教組織協会」
である（イスラームの中央組織は、「聖なるルーシの中央ムスリム宗教庁」へと
改称された）。これらの中央組織は1997年法より以前から存在している。他方
で、カトリックやプロテスタント諸教派は、中央組織と呼び得るものを持ってい
ない（試みはあったが、政府からは認められていない）。
　このように列挙された「歴史的遺産」としての諸宗教は、「伝統宗教」として
定義されるべきだという議論が1990年代にはみられた。「伝統宗教」とされる宗
教の宗教団体数の変化をここで示したい（表３）。前述の1993年の修正案では、

「国は（…中略…）伝統宗派（宗教）を支持する」という文言の追加が要求され

表3

※ユダヤ教と仏教は
ほぼ重なっている。
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ていた。ロシア正教会は、「伝統宗教」のうちに正教会だけではなく、イスラー
ム、ユダヤ教、さらにはカトリックを包摂しつつも、ロシア正教会が支配的特
権をもつ教会であるとする主張を精力的に行っている32。他方で、宗教研究者が

「伝統宗教」を概念規定しようとする試みもある33。「伝統宗教」と呼ぶと否とに
関わらず、中央組織をもつ、「歴史的遺産」としての諸宗教が公共的役割を担っ
ていくべきだという考えは、その後の宗教団体と国家との協力関係を規定してい
る。さらに、そうした協力関係を「コンコルダート」型として、多民族国家のロ
シアにおいて最も適した政教関係である、とするロシア人研究者も少なくない34。
　具体的には、宗教教育の分野での協力関係がみられる。ロシア連邦内の各地
からの状況報告によると、大体1999年から2003年度までは、各地方自治体で、

「正教文化の基礎」という科目が選択科目として導入されており（一番早いもの
として1997年以降のクルスク州の例がある）、2004年度（2004年９月〜）以降
には「イスラーム文化の基礎」の科目導入に向けて、各地域で準備が進められ
ていた。実情としては、とくに1999年以降、ロシア正教が優勢でない地域でさ
え、「正教文化の基礎」科目が導入されており、それに対する批判が、公開書簡
などの形で教育省のほうに寄せられることもあった。ロシア正教とイスラームを
中心に始まった「宗教文化」教育は、こうした批判を受けてか、2010年度より
方針を変更した。宗教文化・世俗倫理科目を国立学校（初等・中等教育）におい
て選択必修科目とすることを目指して、2010年4月より4年生（9月より5年生）
を対象に、19の連邦構成主体で試行プログラムが実施されている。選択肢は三
つあり、一つめは、宗教文化科目とされ、ロシア正教、イスラーム、仏教、ユダ
ヤ教のなかからいずれか1つの宗教文化を選ぶ。選択肢の二つめは、比較宗教学
科目であり、「世界宗教文化の基礎」という名称となっている。選択肢の三つめ
は、「世俗倫理」という名称の科目である。
　宗教教育にみられるこうした協力関係は、以下のように規定されている。ま
ず、1997年法では、「国家および自治体の教育施設で学んでいる子の同意の下
で、両親またはその代理人の申請により、上記施設の管理部は、対応する地方自
治機関との協定に従い、教育プログラムの枠外で、子に宗教教育を行う機会を宗
教団体に提供する」（第5条4節）とされている。また、1999年の連邦教育省指
令においては、1993年の同省指令35を引き継ぐ形で、国公立の教育機関における
世俗性、教育における自由と多元性を強調しつつも、「青少年の精神的・道徳的
養育（воспитание）に力を入れ、文明とロシアの歴史における宗教の意味を積
極的に提示する」ことを目的として、国公立教育機関と諸教派は相互協力すると
述べている。学校で教壇に立つ教師は、「宗教学」の教育を受けた者であるべき
だという規定もみられるが、実際には聖職者が教壇に立つこともあり、議論は続
いている。
　このように、宗教の市場化ともいわれる自由化の段階を経て、「伝統的」とも
呼ばれる宗教団体との協力関係を推進するという方向へと転換しつつあるのが、
現代ロシアの「宗教復興」の特徴であるといえよう。
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はじめに
　近年の国際情勢において、宗教、特にイスラームは重要な要因となっている。
それは旧ソ連中央アジア地域（以下、中央アジア）でも例外ではない。後述する
とおり、この地域における宗教の位置づけ・役割はソビエト連邦（以下、ソ連）
の成立と崩壊によって大きな変容をみた。中でも、近年、様々な過激派が中央ア
ジアへ侵入し、また、経済状況が悪化する中、イスラーム過激派運動の支持基盤
強化は、各国政府を警戒させ、宗教と国家の関係を見直す契機となっている。そ
のような状況下、中央アジアにおいて宗教はどのような役割を果たしているの
か。また、近年、中央アジアに姿を現した宗教原理主義の歴史的・社会的背景は
何なのか。各国政府の対応とその効果はいかなるものだったのか。そして、それ
が中央アジア情勢に与える影響はいかなるものなのか。本稿では、これらについ
て検討を行う。

ソビエト政権と中央アジアのイスラーム
　ソビエト政権が成立するまで、中央アジアにおいてイスラームは人々のアイデ
ンティティにとって重要な位置を占めていた。多くの人は自分が住むコミュニ
ティ、都市、そして、より大きな単位として宗教をもとに自己認識を形成してい
た1。
　このようなイスラームの地位はソビエト政権の成立に伴い変化した。ソビエト

中央アジアにおける
イスラームの復活

ティムール・ダダバエフ
筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授・
東京大学人文社会研究科付属次世代人文学開発センター客員准教授

発表 3
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政権はイスラームを過去の遺物とみなし、モスクを最低限に減らし、宗教と国
家、宗教と教育を分離した。その目的は、無宗教社会、ひいては無宗教国家を作
り上げることだった。結果として、人々の帰属意識を構成するもっとも重要な要
素であったムスリム・アイデンティティは徐々に薄まり、人々は宗教に対する愛
着を文化の中に隠すようになった。このような脱宗教化政策については反発も
あったものの、世代が変わるにつれて無神論教育が浸透し、人々の宗教心は弱
まっていった。実際、宗教をあまり重視しない、若しくは共産党のイデオロギー
を信じ宗教を信じない人は少なくなかった。当時の社会主義的なイデオロギーに
おいて、信心深い人は後ろ向きで保守的な人間とみなされるなど、宗教にはネガ
ティブなイメージがつきまとった。
　ただし、日常生活のレベルでは、依然として宗教の役割が存在していた。それ
は、特に、さまざまな儀式において顕著であった。例えば、結婚式、割礼、葬儀
などにはソ連時代も宗教的慣習が取り入れられており、ソビエト政権も一時的な
ものとして黙認していた。
　ソ連時代、多くの共産党員およびその候補者は宗教を信じることを批判する立
場にあったし、確かに共産党員の中には心から無宗教だった人もいた。しかし、
彼らの中には、共産党や他の機関に知られないようにしながら、家庭内では宗教
行事をきちんと行っていた者もいたのである。イデオロギーと宗教を自分たちの
生活の中で共存させようと懸命だった人は少なくなかったが、そういった人の中
で最も厳しい立場に立たされていたのが共産党員だった2。彼らは、自分の家で
冠婚葬祭があると、宗教色のない形式をとるか、そもそもそのような儀式に参席
しないか、いずれかを選ばざるをえなかった。

独立後のイスラーム
　イスラームをめぐる状況が変わったのは、ソ連崩壊に伴い、1991年に中央ア
ジア諸国が独立を達成して以降である。独立後は数多くのモスクが新たに建設さ
れ、モスク訪問の自由も認められるようになった。各国の大統領も宣誓式では自
国の憲法と同時にコーランに手を当てて誓いを行うことが一般的になった。さら
に、多くの人がメッカへの巡礼に行くことができるようになった。これらは、イ
スラームに対する国家政策のいわば「Ｕターン」を意味した。人々がイスラーム
に対する愛着を隠すことなく生活できるようになり、共産主義のイデオロギーが
崩壊した社会空間において宗教が徐々に拠り所となっていった。中央アジア諸国
のリーダー全員がかつて共産党員だったにもかかわらず、このような政策転換を
果たした理由の一つは、彼らが一般国民の支持獲得を狙っていたからである。
　ソ連時代の影響をはじめとするさまざまな要因が重なった結果、イスラーム教
徒が住民の大半を占めるものの、中央アジアにおけるイスラームのあり方は中東
地域におけるそれと異なっている。多くの中央アジア諸国では、宗教は個人的な
問題であり集団として選択するものではないとする世俗主義が深く根付いてい
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る。また、中央アジア各国内でも宗教に対する姿勢の違いがある。農村部は宗教
を重視する傾向が強いが、都市部の生活は概して世俗主義のままである。例え
ば、フェルガナ盆地（図１）では歴史的に敬虔なムスリムが非常に多い。これに
対し、都市部では生活の近代化が進み、民族構成も多様であるため、宗教への愛
着は薄れている。
　また、現代の中央アジア諸国の社会には宗教に愛着が深い人々がいる一方、ソ
連時代の影響を受け、未だに宗教を完全に受け入れられない人も少なくない。週
に何度かモスクに通う人もいれば通わない人もいる。多くの人が主に結婚式、葬
儀といった家族の行事があるときに宗教施設へ行く。イスラーム教を信じるもの
の、一日五回のお祈りをあまりせず、宗教上の教義・慣習も最低限しか守らない
人も多い。また、宗教への愛着度は年齢が上がるほど高まる傾向にあり、若者の
間では宗教に対する愛着がそれほど顕著ではない。
　さらに、多くの中央アジアの人々にとって、宗教への愛着は日常生活で何かを
制限するという形では表れない。例えば、本来イスラームで禁じられているお酒
を飲む人は多く、豚肉を食べる人もいる。お酒を飲む中央アジアのムスリムにそ
の理由を聞くと、よくある答えは、「限られた量であれば、お酒は体に不可欠だ」
とか「ビールはお酒じゃない」とか「ビールの材料は麦だから、ビールを飲むこ
とはパンを食べているようなものだ」というものである。最近は豚肉を出す店も
現れた3。断食に関しても強制されることはなく、人々は断食するかどうかを個
人的な観点から判断して決める。同時に、周りに影響される人も多く、一人で目
立つのは嫌だという理由から断食したり、宗教的な教えを守ったりする人も少な
くない。

図1
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イスラーム原理主義・過激派の台頭
　独立以降、社会生活におけるイスラームの復活にはいくつかの段階があった
が、独立前後はイスラームをあくまでも中央アジア諸国の伝統の一部とみなす人
が多かった。政権も伝統的な価値観を復活させることにそれほど反対せず、むし
ろ促進していた。そのことから、中央アジア各国では海外の資金を受け各地でモ
スクが作られ、人々の宗教に対する愛着も強まった。しかし、独立後まもなく、
政府は国内のイスラーム復興活動を目的とした海外からの資金の流れに悩まされ
始めた。ウズベキスタンの場合、政府の懸念はナマンガン事件という形で現実の
ものとなった。
　1990年代以降のナマンガンにおける宗教運動のリーダーは、24歳で現地のモ
スクのムッラ（指導者）となったユルダシェフ（T.Yuldashev）だった。彼の補
佐役はソビエト軍で兵役を終えたばかりの22歳のホジエフ（J. Khodzhiev）で
あった（のちにナマンガニーと改名）。この地域でイスラーム原理主義の傾向
が特に強まった契機は、1990年のナマンガン市における新（Otavalihon）モス
ク建設だった（サウジアラビアからの資金による）。モスクでは、（Wahabbi や
Deoband の教えに大きく影響を受けた）イスラーム国家建設が謳われた。この
モスクを中心としてナマンガン地方「自治区」が形成され、ウズベキスタン中央
政府の法律に従わない方針が打ち出された。ユルダシェフはナマンガンで独自
の法を実行し、「自治区」の各地に「犯罪防止委員会（Islom Lashkarlari：イス
ラーム兵士とよばれた）」を設置した。
　また、ユルダシェフやナマンガニーらはアドーラト（Adolat：正義）という
政党をつくり、それを通してイスラーム国家建設を目指した。さらに、中央政府
に対しイスラーム法をウズベキスタン全土に適用することや、ウズベキスタンが
イスラーム国家であると宣言することを要求した。
　彼らと中央政府の関係が決定的に悪化したのは1991年８月にカリモフ大統領
がナマンガンを訪問した時だった。カリモフ大統領はナマンガン地方「自治区」
のリーダー達との会談を期待したが、カリモフが現地に着くと会談はどなりあい
になってしまった。大統領とイスラーム勢力との対立が始まったのはこのときか
らである。
　イスラーム解放党Hizb ut-Tahrir al Islamiyya （ヒズブアッタフリール・イス
ラーム、以下ＨＴ）の活動目的は戦争ではない。思想の戦いに勝ち、非暴力的
な手段でカリフェート（Caliphate）イスラーム国家を全世界につくることにあ
る。ある意味、彼らの考え方はロシア型のマルクス主義と類似性を持つともいえ
る。この組織は「非ムスリム」に利用されてきたムスリムを最終的に解放し、イ
スラーム法に基づく国家の建設を目指している。活動費は各メンバーの収入（一
部）の寄付、海外からの寄付で成り立っている。中央アジアでは活動の大部分が
地下に潜っており、彼らの活動に特に強硬なスタンスをとるウズベキスタン政府
を批判するプロパガンダキャンペーンやパンフレット配布を行っている4。
　ＨＴに似ているものの、活動の対象が異なる組織としてTablig Jamaati（タブ
リグ・ジャマアティ、以下ＴＪ）がある。ＴＪのネットワークは非常に広く、マ



32	 © 2011 SGRA

S
G

R
A

 　
　

r
E

P
O

R
T

  

no. 
57

第39回SGRAフォーラム	 ポスト社会主義時代における宗教の復興

レーシア、インドネシア、フィリピン、パキスタンに至る。この組織は、1990
年代に中央アジア諸国で活動を本格化し、現段階では特にキルギス南部で活発に
活動している。パキスタンで教育を受け過激派になったメンバーが目立ち、タ
ブリグ・ニザミ（タブリグ憲章）、タブリグタルティビ（タブリグのルール）と
いった刊行物が主な教材になっている。ＴＪは、中央アジアのムスリムを真のム
スリム（イスラームのすべての教えを守るもの）と、名ばかりのムスリム（教え
を厳密に守らないもののイスラーム教徒と名乗るもの）および非ムスリムに二分
する。その上で、ＴＪは名ばかりのムスリムと非ムスリムを真のムスリムの道へ
と戻し、活動へ引き込むことを目的とする。興味深いこととして、ＴＪの教えに
よるとメンバーは各国の政治、選挙に参加してはならないことになっている。Ｔ
Ｊの活動は中央アジア諸国の大半で禁止されている。ＴＪには、少数の下部組織
で成り立つこと、メンバーの収入の一部を活動のために寄付させること、そし
て、平和的手段を通したイスラーム国家建設を最終目標にしていることなど、Ｈ
Ｔとの共通点がみられる。しかし、相違点もある。例えば、ＨＴはイスラーム国
家建設を大前提にしているのに対し、ＴＪはそれを自然な流れの結果としてお
り、必ずしも前提としない。さらに、ＨＴはイスラーム国家建設のための活動を
行うが、ＴＪは名ばかりのムスリムや非ムスリムを宗教に戻す・介入させるため
の活動を優先する。
　以上の組織と若干異なる要素を持つのはHizb un-Nusrat（支援党、以下ＨＮ）
という組織である。この組織はＨＴの思想を一部共有するものの、それを中央ア
ジアの現状に適応させようとする点に特徴がある。メンバーは、一般市民ではな
く、すでに政府からＨＴのメンバーもしくは宗教原理主義者との嫌疑をかけられ
た経験を持つ者の中から選ばれる。これは、ＨＴのメンバーとして政府と戦って
きた者が相互に救済しあうことを目指しているためである。その意味で、この組
織の活動目的は新メンバーの拡大というよりも活動家の支援・救済である。この
ことは活動内容にも反映されている。例えば、ＨＴと違い、ＨＮは一般市民に対
するプロパガンダキャンペーンを行わない。ＨＮのメンバーになった者はイス
ラーム制度に沿って訓練を受けなければならない。自分の収入の一部を寄付する
ことも義務付けられる。
　中央アジア諸国の独立後に地域内で誕生した組織も存在する。最も知名度があ
り活動が過激なのはウズベキスタンイスラーム運動（以下、ＩＭＵ）である。す
でに述べたとおり、この組織はウズベキスタン政府との対立から生まれたもので
あり、当初、活動の拠点はフェルガナ盆地のナマンガン市だった。この組織を設
立したユルダシェフと彼の支持者はWahabbi やDeoband の教えから大きな影
響を受けている。彼らはサウジアラビア、パキスタン、アフガニスタンを訪れた
経験があり、ウズベキスタン国内での活動が不可能になるとタリバンの支配下に
あったアフガニスタンに基地を移したうえで、中央アジアへの侵入をたびたび試
みた。設立当初、ユルダシェフはフェルガナ盆地で活発に活動し、いくつかの
過激グループ（Adolat： 正義、Islom　Lashkarlari：イスラームの兵士など）を
統一させＩＭＵを形成した。ＩＭＵは2002年から2003年にかけて中央アジアイ
スラーム運動の中心となり、ウイグル分離主義者やキルギスとタジキスタンの過
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激派のメンバーで構成された。運動の軍事的指導者となったのはホジエフ（のち
のナマンガニー）であり、複数のテロ事件を起こしてきたとされる。具体例に
は、1999年のキルギス日本人拉致事件や同じく1999年のタシケント爆発事件が
ある。その後、彼らはアフガニスタンへ逃亡し、軍事キャンプを設置した。
　ＩＭＵの活動目的は、他の組織と同様、イスラーム国家の建設だが、その範囲
は、フェルガナ盆地を中心とする中央アジアであった。目的達成のための平和的
行動を行うようになり、彼らの活動阻止をさらに難しくしている。
　強硬な対応と同時に、ウズベキスタンをはじめとする中央アジア諸国は政府指
導の「正しい」イスラーム（の理解と実行）を自国内で「育てる」努力をしてい
る。その一例は、ウズベキスタンで設立されたイスラーム大学である。ウズベク
政府は、過激な思想の多くは海外で教育を受けた宗教指導者によってウズベキス
タン国内に持ち込まれると考え、それへの対応として宗教教育を国内で行うこと
を決定したのだった。ウズベク政府は、「海外型」のイスラームではなく平和的
で日常生活を中心とするイスラームが根付くことを目指している。そのような活
動では、教育機関に加え、ムスリム事務局との連携も行われている。この点につ
いて、各国のムスリム事務局も関心を持っている。その理由としては、過激派組
織が各国ムスリム事務局の教えを否定し、過激なイスラームを呼びかけているこ
とが挙げられる。過激派は各国政府のみならず各国のムスリム事務局という権力
に挑戦しているということもでき、そのことが政府とムスリム事務局の連携を強
めている。
　このように、イスラーム原理主義・過激派とテロ事件の発生には、中央アジア
各国政府の宗教政策の失敗という側面が存在する。しかし、根本的な原因は、や
はり社会制度の劇的な変化に伴う生活水準の低下、貧困、将来への不安、安全確
保の不足である。これらは国家不信を生じさせ、原理主義・過激派が影響力を拡
大する背景となった。

まとめ
　中央アジアにおいてイスラームは大半の国民が信仰する宗教である。しかし、
その姿はアジアやアラブ諸国と異なっている。中でも顕著な特徴として、中央ア
ジアのイスラームは日常生活において重要な役割を果たす一方、公共の場ではあ
まり強調されない。また、旧ソ連時代の無宗教政策の影響もあり、多くの人は、
イスラームに対する愛着と、お酒を飲むことや祝日および必要性がある時にしか
モスクに通わないことは矛盾しないと考えている。子供に対する宗教教育も、特
別な教育機関ではなくコミュニティや家族内で行われている。しかし、ソ連崩壊
に伴い、この地域においても過激なイスラームの支持者がその姿を表し始めた。
彼らの思想の拡大には、経済状況の悪化や中央アジア各国の閉じた政治制度、過
激派と疑われた人が大量に逮捕されていることが追い風になっている。
　このような状況の中で、中央アジア諸国が過激派に対してとっている厳しいス
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タンスは一般国民からの反発を起こしやすく、逆効果に終わる可能性もある。む
しろ、地域コミュニティと政府の連携を見直し、地域コミュニティレベルでの開
発を強化することで、過激派拡大の根本的な理由の一つである貧困撲滅に努める
ことが求められている。また、一般国民が過激派を通してではなく比較的自由な
政治や政党を通して政治参加できるような、より開かれた政治システムの構築が
中央アジア諸国政府にとって重要な課題となっている。

※本稿はティムール・ダダバエフ、「中央アジアのイスラーム：宗教集団・過激派と政府の対応」
『早稲田アジアレビュー』、2010年、10-15ページに掲載された縮小版に基づき加筆したものであ
る。

脚注
1	� 中央アジアの都市、コミュニティと宗教のアイデンティティに関して、ティムール・ダダバエフ、『マハッ

ラの実像―中央アジアの社会の変容と伝統』、東京大学出版会、2006年を参照。
2	� 人々のソ連時代における共産イデオロギーと宗教意識の関連性について、ティムール・ダダバエフ、『記

憶の中のソ連―中央アジアの人々の生きた社会主義時代―』、筑波大学出版会、2010年参照。
3	� その具体例に関して、このような社会状況に関し、ティムール・ダダバエフ、『社会主義後のウズベキ

スタン─変わる国と揺れる人々の心─』、アジア経済研究所（アジアを見る眼110）、2008 年を参照。
4	� HTの中央アジアとコーカサスでの活動の分析についてはZeyno Baran, Frederick Starr and 

Svante Cornell, Islamic Radicalism in Central Asia and the Caucasus: Implications for EU, 
Washington, Stockholm: Central Asia -Caucasus Institute, 2006 を参照。
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はじめに
　本発表は、日本思想史の研究者である著者にとって、「中国」をテーマとする
初めての取り組みであって、著者による本格的な現地調査などもまだ始まってい
ない。この段階で提供できる情報とその分析にはかなり限界があることを予めお
詫びしたい。今回着目した宗教はキリスト教のみであるが、「ポスト社会主義社
会」として無視できない中国の宗教の現状を知ると同時に、東アジアにおけるキ
リスト教のあり方を把握することも重要なテーマであると考える。ここでは、ど
ちらかと言えば後者の視点に重きをおいて論じる。

歴史的背景
　近年の中国におけるキリスト教に着目する外国人のうち、次のように考えて
いる人は多いのではないだろうか。「今日の世界において中国は新しい重要な立
場を得た。この大共和国は将来に大きな影響を及ぼすだろう。こうした発展に対
してキリスト教は何を言えるのか。キリスト教はこの機会を捕まえることができ
るだろうか。こうした質問は、教会内の人々だけではなく、イエスの理念が十分
に機能していない多数の国民国家によって構成された世界を不安とともに注視し
ている人々によっても問われている」1と。しかし、実はこの引用文は、最近書
かれたものではない。ロシア大革命の前夜に述べられたものである。書いたのは
K.S.ラトゥーレット元宣教師で、雅礼協会によって中国の長沙に設立された雅禮
中學で1910年から1912年まで講師を勤めていた。第一次世界大戦に参戦したば
かりのアメリカ市民の一人としての自己反省も含まれており、興味深い。
　1911年の辛亥革命によって共和制国家として樹立された中華民国は、1930年
代にかけての間に、キリスト教を含めた諸宗教のリバイバル（信仰の原点に立ち
返ろうとする運動）を経験した。その結果、外来宗教であるキリスト教の土着化

	 Sonntag Mira（ゾンターク・ミラ）

発表 4 中国のキリスト教
―土着化の諸段階とキリスト教の社会的機能

ゾンターク・ミラ
立教大学文学部キリスト教学科准教授・SGRA研究員
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によって様々な教団が生まれたのである。ラトゥーレットによると、辛亥革命後
の5年間、キリスト教会の数は25％ほど増え、1917年に7000人以上の外国人宣
教師が中国で活躍していたという。彼はさらに、キリスト教は第一に社会福祉、
そして倫理、思想、国民意識という四つの領域において全力を尽くさなければ、
中国の将来に対する希望の担い手になり得ないと述べながら、そうした努力は徹
底的な土着化を前提としたときに初めて成算が立つと考えている。当時は、この
ようにキリスト教の社会的メッセージ（social gospel）を強調する外国人宣教師
などが多かった2。
　中国におけるキリスト教の歴史は7世紀に遡り、「景教」（ネストリウス派）が
伝わったことに始まる（図１）。13世紀ごろにフランシスコ会による伝道があっ
たが、16世紀になるとマテオ・リッチに代表されるイエズス会も中国に入る。
日本のカトリック伝道史では両会の順番が逆になっているが、当時の日本と同様
に、中国におけるイエズス会も土着化の政策を積極的に進めた。こうした戦略に
対して17世紀のローマ・カトリック教会では激しい議論が交わされ、土着化を
禁止するローマ教皇インノケンティウス10世の指令に対して、イエズス会を支
援するアレクサンデル7世は正反対の政策をとった。そして、19世紀には、中国
に対するプロテスタント宣教も始まった。中でも、聖書全体の漢語訳を達成した
ロバート・モリソン（ロンドン宣教師会）が名高いが、彼は中国の風俗習慣に造
詣が深く、自身もまた中国の文化と習慣にできる限り合わせようとしたことでも
知られている。
　しかし、このように土着化を目指す長い歴史を持つ中国のキリスト教にとっ
て最も決定的な出来事は1949年の中華人民共和国の成立であった。カトリック
とプロテスタントの伝統に立つキリスト教教団のすべては、「帝国主義的侵略者」

図1
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と完全に縁を切った形でしか生存できない状況となった。1950年、プロテスタ
ント諸教会は中国基督教三自愛国運動（委員会）3として、また、1957年、カト
リック教会は中国天主教愛国会として再編成され、両者は中華人民共和国に忠実
なあり方を目指した。それにもかかわらず、1966年から始まる文化大革命にお
いてキリスト教は他の宗教（団体）と共に大きな被害を受けた。迫害を受けた数
多くのキリスト教信徒は非公認の地方集会（「家の教会」）を結成し、地下に潜っ
た。そこから1978年にスタートする改革開放まで（図２）キリスト教徒の自己
主張はほぼ不可能であり、諸宗教に対するすべての考察は、「物質主義対精神主
義」という二元論の下で語られるばかりであった。すなわち、宗教は知識人と彼
らの資本を操るための手段に過ぎないとされたのである。
　1978年の改革開放政策の影響を受けて宗教の取り扱いも緩められ、この年、
四つの宗教学関連の研究施設が設立された。現在では宗教を研究する学者数も
500人に達している。再編集された『カール・マルクス全集』（中国版）では、
K.マルクスの「宗教は民衆の阿片だ」という引用文は、「中毒を起こし現実逃避
を強める麻薬」として非難するものではなく、「社会的不平等による悩みに対す
る痛み止め」として部分的に理解できる（ある程度の効き目がある）ものとし
て一層好意的に解釈されるようになった4。キリスト教はそうした状況において
部分的に復権され、没収されていた施設・財産は返上された。また、以前は禁止
されていた外国との繋がりも中国基督教協会の設立によって再建することができ
た。だが、この中国基督教協会が世界キリスト教協議会の一員として承認される
のは、冷戦が終結後の1991年であった。
　1982年に「信教の自由」の原則が中国憲法第36条として公布され、政府と共
産党の政策上「国家と宗教の和諧」が新たな目標となり、上述の宗教学研究施設

図2
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では、国家形成に対する宗教の建設的貢献の可能性をめぐる研究が行われるよう
になる。そうした状況において1989年の天安門広場事件は新しい危機をもたら
し、政府は1991年に国務院6号文件をもってすべての宗教団体が国家に忠誠で
あるべきことを要求した。宗教の取り扱いが緩やかになってから、様々な新宗
教、そしてキリスト教系新宗教が誕生したが、政府はそれらを相変わらず不審に
思っていて、1999年に本格的に始まる法輪功の弾圧以降、他の宗教団体に対す
る締め付けも強まる。また、アメリカ同時多発テロ事件を受けて、K.マルクス
の思想には見られない宗教の「非行性」が強調されるようになる。しかしなが
ら、全般的に見れば、政府がキリスト教に「国家形成に対する積極的な貢献」を
求めているという方向性は変わっていない。2007年の中国共産党の党大会は、

「民主主義」が賛美されることだけではなく、政党の規則に初めて「宗教」とい
う言葉が書き込まれたことでも注目を浴びた。その後、2008年の北京オリンピッ
クをきっかけに、特に北京周辺のキリスト教会に対する監督と締め付けが再び厳
しく行われた。その際、新宗教運動と共に標的にされたのは、主に非公認の「家
の教会」であった。

現代中国キリスト教の主要プレーヤー
　上述した中国におけるキリスト教の歴史的成り行きの結果、現代中国キリスト
教には五つの主要プレーヤーが存在する（図３）、つまり、①三自愛国運動委員
会（TSPM）に属する諸教会、②TSPM以外の政府公認プロテスタント教会を
含む加盟団体としての中国基督教協会（CCC）、③カトリック信者の公認教団と
しての中国天主教愛国会（CPA）、④キリスト教系新宗教と、⑤非公認の地方集
会（「家の教会」）である。ただし、それぞれの信者数については、公開される数
字が発行元によって異なり、政府が発行している統計も全人登録制で得たデータ
ではなく、アンケート調査結果を基にした推計しかない。2010年8月に公開され
た中国社会科学院5の調査によれば、①と②の合計は2300万人、③は570万人、
つまり人口全体の2.2％は公認されたキリスト教会に属する。ただし、人口全体
の宗教を持つ割合では、73％を占めているとされる。しかし、④と⑤の人数につ
いては正確な数字を一切得られない状態が続いている。キリスト教系新宗教の中
で、全国的に活躍する教団もあるが、そのほとんどが田舎の貧しい人々を対象と
している。K.クップファーによる2001年の研究6に提示された数字の合計を出せ
ば、④のキリスト教系新宗教には210万人弱の信者がいることになる。しかし、
これらが公認のキリスト教会によって「キリスト教」とは見なされていないこと
は言うまでもない。
　中国におけるキリスト教の中で最も把握しにくく、しかし、最も重要なグルー
プは、⑤の非公認の「家の教会」である。1997年に鄭州にある厳戒収監所から
逃げ、現在ドイツに亡命中の劉振営（「雲弟兄」）によれば、中国には6000万人
～9000万人のキリスト教徒がいるという。すると、「家の教会」の会員数は3100

第40回SGRAフォーラム	
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万人～6100万人となる。それと比べて、「イデア」というキリスト教系ニュース
機関は1億人という数字を出し、「チャイナ・エイド・アソーシエイション」も
中国政府関係者が合計1億3000万人のキリスト教徒人口を認めたと主張してい
る。「家の教会」を入れてもキリスト教徒が占める人口全体に対する割合は10％
を超えないが、中国共産党会員数の7800万人と比較すれば、政府側の危機感を
理解できるかもしれない。その他、中国におけるキリスト教徒の数を聖書販売部
数によって把握しようとする試みも見られる。外国資本によって南京に設立され
た中国唯一の聖書印刷会社の年間発行部数が50万冊であることから、毎年それ
ほどの人数がキリスト教に改宗していると考えられている。ただし、その他に香
港や台湾から輸入される聖書もあり、また、聖書を持たないキリスト教徒も多い
ので、こうした計算では全体像が見えてこないという指摘もある。
　これらの「家の教会」はTSPMのセーフティー ･ゾーン7とも解釈されてき
た。公認のTSPM内では伝えられないメッセージも「家の教会」なら伝播する
ことができる。また、政府による迫害があるとしても、まだ政府に知られていな
い「家の教会」も多い。両者の間には思想的にもかなりの溝があるとされてきた
が、現地を訪問した人々の中には、むしろ「家の教会」とTSPMとの密接な繋
がりを強調する人8もいる。J.ウェンガー9によれば、両者は異なる需要に対応し
ているという。つまり、TSPMは「曖昧な状況を受け入れ、交渉しながら妥協
点を見出し、市民社会の道徳的基準を変えていく」（change of social policy）こ
とに貢献し、「家の教会」は、個人的な欲求（change of hearts）に応えている
のである。 
　以上の五つの主要プレーヤーに加わってもう一つのキリスト教徒のグループが
登場していることが、近年注目されている。中国全体に亘って統計的にまだ把握

図3
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されていないグループであるが、これから重要性をさらに増していくと予想され
る。このグルーブのキリスト教徒は「Boss Christians」と呼ばれるが、後程説
明したいと思う。

最近のニュースに見る中国キリスト教
　世界の視点から中国のキリスト教に関するニュースを見ると、キリスト教徒に
対する人権侵害の件数が目を引く。「オープン・ドア・ワールド・ウォッチリス
ト」によれば、北京オリンピック前後の締め付けによって、中国は2008年のキ
リスト教迫害者のランキングで10位を占めていたが、2010年には13位にまで下
げた。他方、「家の教会」の牧師が長期間の拘留判決を受けたという情報は2009
年以降も度々報告されている。その中でも2009年12月、山西浮山教会に対する
迫害は最も注目された事件と言えよう。会員数が5万人にも達し、個人宅での集
会が困難になったため、礼拝用を兼ねて建設中だった「靴工場」は完全に壊さ
れ、負傷者も多数でた。その後、教会の指導者たちは逮捕され、即座に判決を下
された。しかし、北京の中央政府の指示を受けて、最終的には教会員が教会建設
を断念するという前提で、浮山の当局が150万円の賠償金を支払った。
　こうした状況の中、通常、外国側のキリスト教団体の中では「家の教会」を
認めて支援する立場が常識となっているが、世界福音同盟（WEA）の使節団が
2009年11月に中国を訪問した際、敢えて「家の教会」と一切連絡を取らず、ま
た訪問後に公開された報告書の中でも「家の教会」の存在に一切触れなかったた
め、強い反発を招いたこともあった。
　2010年にはさまざまな出来事を背景に、中国政府がキリスト教会に助けを求
めている。5月に青海で発生した大地震の後、政府はキリスト教を含めた宗教団
体に救済活動に対する協力を依頼した。また9月に行われた中国基督教三自愛国
運動の60周年記念行事では、中国人民政治協商会議の杜青林副会長が、キリス
ト教会に中国の経済発展に貢献してほしいと述べた。経済以外の領域においても
キリスト教の貢献が期待されるようである。同年9月に、雲南省の教育委員会が
アメリカの「フォーカス・オン・ザ・ファミリー」という福音派の保守的団体と
協定10を結び、これにより2011年度以降の雲南省の学校における性教育は、ア
メリカのモデル（婚姻外性交禁止原則）に基づいて行われることになった。
　興味深いことに、オリンピック当時の締め付け戦略とは異なり、2010年11月
に開催された広州アジア大会では、地元の牧師たちが開会式当日の朝からオープ
ニングセレモニーが始まる直前まで、地元公安当局に呼ばれ、贅沢な宴会に参加
させられた。キリスト教徒がこのような「配慮」を受ける一方で、人権運動の活
動家は、起訴しにくい、しかも組織的ハラスメント11を受けていた。
　外国のメディアは、中国の政府機関あるいは中国社会科学院などのような公共
の研究機関がキリスト教についてどれほどの情報を公開できるかを慎重に見つめ
ている。
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キリスト教に対する国家の期待
　中国政府が国家形成の過程において、キリスト教の建設的な貢献を期待してい
ることは既に述べた。土着化した「中国キリスト教」という形で国民のアイデン
ティティに及ぼす影響だけでなく、近年の高度経済成長において益々必要とされ
る経済倫理に対する影響も期待されている。社会主義のルーツを古代ユダヤ教と
初期キリスト教に見出す見解や、キリスト教、正確に言えばカルバン派のプロ
テスタンティズムが資本主義の精神を生み出したとするM.ウェーバーの有名な
テーゼがあることからも、経済発展に対するキリスト教の影響を期待する余地は
確かにある。
　持続可能な経済発展の基盤になるとしてキリスト教的市場倫理を勧め、注目を
浴びているのが、1967年生まれの趙曉である（図４）。趙は経済学博士を取得し
た後、国務院国有資産監督管理委員会付属経済研究所（SASAC）でマクロ経済
学部門を担当し、研究所長も勤めた。現在は北京科技大学国際経済経営学部の教
授である。趙は中国における「市場経済と倫理」分野の先駆者とされ、2003年
に出版されたアメリカと中国の経済を比較するエッセイ以来、200件以上の論文
を発表している。エッセイの題目『教会を持つ市場経済と教会を持たない市場経
済』が示唆しているように、趙は経済に宗教的基盤を求めている。なぜかという
と、「信仰は市場経済の魂である」からだとして、中国も近代経済に適用できる
文化的要素を再発見すべきであると述べている。趙は後にキリスト教に改宗する
が、当初このエッセイは、「畏敬のみによって私たちは救われる。[私たちの]信
仰のみによって市場経済は魂があるものとなる」12という言葉で結ばれていた。

図４
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趙の論文「中国の経済成長の実話」は、国務院経済会議の必須文献に指定された
こともあるし、2010年の夏、趙は「ウィロークリーク・グローバル・リーダー
シップ・サミット」13にて1000人以上のアメリカ経済界の指導者たちの前で講演
した。また、趙は2007年に北京で、キリスト教倫理を基盤に「思想の改革」を
宣言し、「経済および教育において指導者の役割」を果たすために「香柏指導力
機構」（Cypress Leadership Institute、省略：CLI）を設立している。

「Boss Christian」の登場
　このようにキリスト教と経済との望ましい関係を「議論」する学者や政治家が
増えていく中で、キリスト教を企業活動に生かすという実践にすでに取り組む新
しいキリスト教徒のグループが誕生した。彼らは「Boss Christian」（老闆基督
徒）と呼ばれ、主に浙江省の都市部に見られる（図５）。陳村富と黄天海の研究
14によれば、「老闆基督徒」が「老闆」と呼ばれる理由は、傲慢なマネジャーを
意味しているのではなく、彼らが私営企業の所有者あるいはその職員であること
にある。教育のレベルはまだ低く、彼らの間には以前農業に関わった人もいると
考えられるが、2003年までの調査では、「老闆基督徒」の教会に属する85％の信
徒が私営企業で働いていた。「老闆基督徒」という現象が見られる地域は、もと
もと拝金主義を懸念するカトリックの伝統が強かったが、プロテスタント、しか
もカルバン派の職業倫理を強調するプロテスタントへの転換によって、人々は新
しい経済秩序に適用可能な宗教的アイデンティティを見出したと思われる。
　高度経済成長を経験した地域のすべてでこうした新しいキリスト教が流行って
いるわけではないが、現在でも主に温州で集中して起きている現象らしい。陳と
黄の研究では、私営企業での仕事は、社会主義・共産主義に対する意識的抵抗と
解釈され、「老闆基督徒」は政府が私営化の産業領域を新規に指定すると、一気
にそこに侵入するとされる。また、「老闆基督徒」は財政的な余裕があるので、
彼らの献金によって教会が新しく建設され、また多くの研修プログラムが運営さ
れる。これらのプログラムは特に温州周辺の農村部から町に移動した元農民たち
を対象に行われるが、宗教的色彩が薄いため、次々と新しい人が集まってくる。
　企業の運営方法は純粋に資本主義の原則に従っているが、「老闆基督徒」はそ
れを「神の栄光のための仕事」と考えて、企業の外でもキリスト教徒として福祉
的活動に取り組む。教会とは、彼らにとって「経済的事業を相補する社会的事
業」である。「老闆基督徒」は聖職者の働きを目指さないが、自分の教会の財政
と運営に積極的に関わり、役員会などで影響力を増し、性や年齢などに関する役
員選出の割合決定によって教会の権力構造の民主化を図っている。私営企業の所
有者である場合、キリスト教を企業倫理の基盤とし、企業内で礼拝や聖書研究の
時間を設ける。さらに、企業の運営者として「老闆基督徒」は他の「老闆基督
徒」の企業と連携していることが注目される。現段階では小・中規模の企業のみ
であり、「財閥」とまでは言えないが、彼らはキリスト教を通して国際的関係を
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簡単に結べるため、将来的に連携が強まることが予測される。陳村富と黄天海の
研究では、「老闆基督徒」は中国にとっての「新種のキリスト教徒」と呼ばれて
いるが、それは香港や台湾から輸入されたアイデンティティとも考えられる。
　名目上、「老闆基督徒」が関わっている教会はTSPMの教会であるか、その他
の公認された教会である。教会の代表牧師と地方当局との間に上手くコミュニ
ケーションが取れない場合、企業を通して当局と密接な関係を持っている「老闆

基督徒」に交渉が委ねられることが多い。彼らはTSPMやCPA、そしてまた地
方当局に対して様々な不満があっても、現実路線を優先する。これまで、聖職者
の養成に関わらなかった「老闆基督徒」は、今後、自らのアイデンティティに合
うような牧師の養成を課題にするのではないか、と陳村富と黄天海はいう。しか
し、同時に、経済的関心が対立した結果、教会間の権力争いが発生したことも指
摘されている。

土着キリスト教としての評価
　以上に述べた中国におけるキリスト教の様々なあり方を土着化論から見よう。
中国は中国大陸とも言われるほど広い国であるため、地域によって生活環境もま
た地方政治の様子もかなり違うことは言うまでもない。土着化とは、外来の宗教
が現地の宗教・文化との接触を通じて変容していく過程を指す。それは、社会的
組織、礼拝や指導のスタイル、そして神学の文化的適合をもたらすものであり、

図5
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さらには、土着化を目指した地域の宗教及び世界観・イデオロギーの再解釈まで
を含んでいる。外来の宗教はそうすることによって初めてその「土地に根を下ろ
す」ことができるのである。しかし、東西におけるキリスト教のあり方が議論さ
れる時、いわゆる「西洋のキリスト教」さえも、シリア・パレスチナ地方に根差
していた一つのユダヤ教革新運動（＝初期キリスト教）のヨーロッパへの土着化
の結果に過ぎないことはしばしば忘れられる。また、ヨーロッパとアメリカの場
合でも、地域によってキリスト教は様々な「顔」を見せていることは言うまでも
ない。
　本稿では触れなかったが、少数民族のいくつかは、ポスト社会主義時代に入っ
てから自文化と宗教伝統に対する国家の抑圧が弱まったので、「先祖のキリスト
教」、つまり道教の色彩の強い土着キリスト教を再発見し、民族的アイデンティ
ティを主張する道具15にしている。クップファーによって記述された農村部のキ
リスト教系新宗教も地域の民族宗教的要素と絡んでいる。それらは非常に貧しい
人々にとって魅力的であり、（終末を待ち望む共同体としての）極端な共同生活
も彼らにとっては自分の生活環境に合う生き方であると言えよう。政府はこれら
の教団が行っている呪術的な儀式を「迷信」として批判しているが、医療制度が
及んでいない地域では、「迷信」をもって「プラシーボ効果」をもたらそうとす
るしかないようにも思える。TSPMやCPAは礼拝の形式、また神学においても
かなり西洋的に見えるが、中国の政治的権力構造に十分位置づけられたことで中
国のものとなったと言えよう。置かれている状況は正反対であるが、「家の教会」
についても同様のことが言える。隠れキリシタンが日本土着のキリスト教の一つ
の原型であると同様に、「家の教会」は中国土着のキリスト教の一つの原型であ
る。
　TSPMとCPAが、「家の教会」、そして何よりもキリスト教系新宗教との対立
を強調する代わりに、それらの現象の裏にある「社会問題」に一層取り組めば、
農村地域の諸問題が改善するとともに、TSPMとCPAのキリスト教の土着化も
さらに進められるのではないか。この点について以下にもう少し述べたい。
　では、「老闆基督徒」はどうだろうか。1995年以降の現象であるため、現時点
で判断するにはまだ早いかもしれないが、少なくとも彼らは、ロシアや東ヨー
ロッパにおける他のポスト社会主義体制を見つめ、キリスト教に依らずに近代化
を行った日本の現代における経済的落勢状況を考慮しながら、中国にとっての別
の道を模索している。しかし、「老闆基督徒」のキリスト教の主張は「神と国の
ために」（pro Deo et Patria）であり、以前の西洋の帝国主義的キリスト教が唱
えたものと近いようである。社会事業は行うが、それは自分たちのグループのみ
に利点をもたらすものである傾向が強い。上に指摘したように、経済的関心の衝
突による教会間のトラブルが増えるのかどうか、「老闆基督徒」はこれからどう
発展していくのか、さらに追求する必要がある。
　中国のキリスト教の土着化で強調された外国の宣教団体（とその帝国主義）と
の離別は、完全な組織的、教義的、財政的自立を意味するのではない。事実とし
てキリスト教は社会主義体制という「ただ別の」権力構造に置かれたにすぎな
い。しかし、社会主義は60年間以上もこの地域の思想を支配してきた。社会主
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義は中国大陸に土着化し、もはやただのイデオロギーではなく、中国の思想的伝
統の一つになったとも言える。しかし、残念なことに、キリスト教と社会主義と
の適合は中国の内外共に、あまり望ましいこととは思われていない。国家権力と
の緊張関係の結果ではあろうが、キリスト教に対する社会主義の影響を否定する
前に、まず、両者の理想的社会論を基盤に真の対話を行い、近代の「社会的課
題」（the social question）に対して中国土着のキリスト教として独特な指示をす
ればよかったのではないか。「ポスト社会主義社会」には、そうした指示を可能
にしてくれるのではないかという希望がまだ残っている。なぜなら、社会主義の
国家権力が弱まり、キリスト教による社会的貢献が期待されることこそが、教会
による積極的な自己主張を可能にする前提条件であるからである。中国における
キリスト教がこれからもその勢いを伸ばしていくかどうかはまだ分からないが、
キリスト教が今度こそ社会問題に取り組むならば、社会主義はキリスト教の一部
として永らえるかもしれない。研究者による価値判断は望ましくないとされる
が、こうした展望は決して悪くはない、と著者は思う。

終わりに
　最後に、本稿で論じなかったキリスト教土着化のもう一つの試みに短く触れた
い。それは、教会の外で行われるキリスト教文化に関する研究である。その背景
には諸宗教に対する政府の期待があるが、不思議なことに、これまでキリスト教
を比較宗教学の視点から考えることはあまり行われてこなかった。中国でのアプ
ローチを西洋のキリスト教学あるいは宗教学と区別するために、近年「漢語キリ
スト教文化研究」16という概念が提案された。しかし、「中国性」のメジャーと
してなかなか本質的なものが見つからなかったせいか、漢字で書かれている、あ
るいは漢語で伝わっていることが、中国土着のキリスト教研究の基準とされた。
このコンセプトの問題点は明らかである。つまり、「漢語」で伝達されないキリ
スト教研究は「よそもの」となってしまう。中国語でのキリスト教研究を支援す
るつもりでできたコンセプトだと思われるが、それはグローバルな社会における
中国キリスト教の発展をむしろ妨げるのではないかという恐れもある。
　社会主義時代に国家による激しい抑圧を受けた中国のキリスト教は生存闘争に
忙しく、中国の国境を超える視点を持つことはできなかった。しかし、「西洋の
外で新しくできたキリスト教の震源地の一部である」と認められた以上、グロー
バルなキリスト教に対して発言が求められている。同時に、近隣諸国との関係も
問われている。著者は、中国キリスト教が世界舞台に初登場する格好の機会とし
て、2013年にアジアで初めて開催される韓国・釜山での世界キリスト教協議会
総会を考えている。そこで、どのようなビジョンを提示してくれるか楽しみにし
ている。
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パネルディスカッション	 	 質疑応答

　今回のフォーラムでは、ロシア、中央アジア、中国を俎上にあげました。これ
らの国では、国家と宗教の関係がさまざまな形で複雑かつ急速に変化を遂げてい
ます。Dadabaevさんの発表の中で、中央アジアはまだポスト社会主義とは言え
ないのかもしれないとのご指摘がありましたが、「ポスト社会主義」とは何か、
社会主義を経過したことによって何が起こっているのか、その点にも着目しなが
ら議論を進めていきたいと思っています。
　Erikさんの整理では、「新しいタイプの統制システム」とありましたが、それ
が社会主義圏ではない諸国での出来事とどう関連しているのか、そのあたりも興
味深いところです。西ヨーロッパでも日本でも、例えば社会党や共産党は勢力を
落としていて、国家と宗教の関係も大きく変化しております。また、私自身は日
本が専門ですので、例えば国家神道を経てきた日本のあり方と、社会主義の統制

島薗

パネルディスカッション
進行：島薗 進（東京大学文学部宗教学科教授）

パネリスト：	陳 継東　（武蔵野大学人間関係学部准教授）

	 Erik Schicketanz　（東京大学大学院人文社会系研究科死生学研究室特任研究員・SGRA 研究員）

	 井上 まどか　（清泉女子大学キリスト教文化研究所客員研究員）

	 Timur Dadabaev
	� （筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授・

東京大学人文社会研究科付属次世代人文学開発センター客員准教授）

	 Sonntag Mira　（立教大学文学部キリスト教学科准教授・SGRA 研究員）
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を経てきた国のあり方というのはどういう関係にあるのだろうかと思ったりいた
します。
　それではまず、陳継東先生のコメントからお伺いできればと思います。陳先生
は、中国の仏教がご専門ですので、中国の仏教という観点から捉えた「ポスト社
会主義」というお話になろうかと存じます。

　私はご紹介のとおり専門が仏教ですので、ほとんど仏教分野の研究会にばかり
参加して参りました。実を申しますと、今日のようにキリスト教、イスラム教な
どの研究者の方々と集まって議論する経験は初めてです。
　まず、私はErikさんが提起されたポスト社会主義の宗教政策について、とて
も共感するところがありました。Erikさんの分析の枠組みは、大変有効だと思
います。この枠組みから概観すれば、ロシアはもちろん一つの「ポスト社会主
義」でありましょう。つまり、社会主義の経験をまだ完全には忘れていない、む
しろ、それを生かそうという思惑が残っているわけです。では、中国やベトナム
の場合はどうか。中国の場合は、改革開放以後、特に天安門事件以後に、社会主
義の原理あるいはイデオロギーがある程度隔絶し、むしろ国家利益を中心にして
政権運営していくような社会になっているのではないかと思われます。つまり、
ポスト社会主義の段階では、社会主義の理念がかなり薄くなり、国家利益や政権
支配の正当性が強調されているように思います。
　このような社会の中で、中国はなぜこういった政策をとるのか、その政策の中
で宗教はなぜこのような変化をせざるを得なかったか、今日、皆さんの発表を聞
いていて大変啓発されました。ポスト社会主義の宗教は、「宗教開放」というよ
り、一種の新しい統制システムの中で「今までより少し宗教活動の空間を得たに
過ぎない」、ということに私は賛成します。中国の宗教を見ても同様のことがい
えるからです。
　中国では、仏教や道教は非科学的存在だとして抑圧され、否定されてきました
が、今、仏教は大変なブームになっています。その理由の一つは、Erikさんが
指摘されたとおりナショナリズムと関連しています。私は9月に中国・広州の学
会に参加したのですが、11月に広州での開催が予定されているアジアスポーツ
大会と関連して、さまざまなイベントが行われていました。その一つに仏教の大
きなイベントがあって、とても驚かされました。禅宗の六祖である慧能（えの
う）という人物の著作『壇経』に基づいて、ミュージカルが演じられていたので
す。大変芸術レベルの高い創作ミュージカルでしたが、新しく書かれたものは一
切ない。ナレーションはすべて『壇経』から引用され、その後、舞台で踊った
り歌ったり演じたり。しかもそれを大きなスタジアムで何万人が一緒に観るの
です。私もその中の一人でした。それを見て、「ああ、中国はもう宗教が自由に
なっている」、そういう錯覚を感じました。その意味では、今までなかった宗教
空間を、特に仏教、道教はキリスト教より多く手に入れた、そういうことが言え
ます。
　井上さんはロシアの例を宗派の差別化としてお話されましたが、中国では宗派
というよりも宗教で差別化されています。つまり、キリスト教は厳しく弾圧され

陳
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ていますが、仏教、道教はキリスト教よりも恩恵を受けている、そういう差別化
になっていると思います。ロシアの幾つかの特徴、特に連続性に関してはすごく
中国と似ています。国家による宗教管理、一種の公認宗教制であること、これは
中国も全く同じです。
　Miraさんは、「地下の宗教が全部否定され、むしろ政府と積極的に協力する三
つのキリスト教組織の信者が一番多い、それが愛国心の涵養を目的とした宗教の
習慣である」とおっしゃっていましたが、これに関しても当てはまると思いま
す。
　このように、ポスト社会主義の宗教政策をそれぞれ比べてみると、Erikさん
が指摘されたように、かなり共通する点があります。今後それをいかに認識すべ
きかが一つの課題ではないかと感じました。
　このように、ポスト社会主義の宗教の変化を具体的に捉えることも大変重要な
考察ですが、もう一つ、Dadabaevさんが指摘されたことも、大事な視点である
と感じました。それは国家を超えた宗教の連携、一種の越境するようなネット
ワークの存在です。ポスト社会主義の国の宗教政策にものすごく影響を与えた要
素だと思います。中国も同様で、仏教の場合を例にすれば、もし海外華僑のネッ
トワークがなかったら仏教への今までの政策はあり得なかったのです。ですか
ら、国家と社会という縦の枠組みだけではなくて、やはり横のつながり、要素を
見る必要性を感じました。皆さんの発表に対する印象は以上です。
　さて、ここからは中国の30年間の宗教政策の変化について、簡単に要点だけ
申し上げたいと思います。「ポスト社会主義」の視点から見ると、中国の主要政
策は80年代にかなり大きく変わったことが分かります。
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　まず一つは、80年代初期の「社会主義初期段階論」に基づいた宗教政策が挙
げられます。文化大革命が終わってから、これまでの「宗教を否定する政策」を
どう転換すべきかという問題が生じました。社会主義を堅持し、共産党指導も堅
持していくなかで、宗教の存在をどう認めたらいいのか、そういう経緯の中で発
明されたのが「社会主義初期段階論」です。先ほどErikさんが紹介されたよう
に、正統的なマルクス主義によれば、世俗的な教育と物質的な文明の発達によっ
て宗教は自然に消えてしまうという発想があったのです。ところが、中国では物
質的な発達が遅れていて、まだ社会主義の初期段階に過ぎない。そのような初期
段階において宗教は存在理由を見つけました。つまり、今まで単なるイデオロ
ギーとしてきたものを、一つの歴史伝承であると認めたのです。政府は宗教に、
政治との協力、経済への寄与を呼びかけ、社会主義現代化への奉仕を求めまし
た。
　もう一つの要素として、80年代には無神論の重要さが強調されたという側面
が挙げられます。宗教は国の統一や主権の問題にかかわるもの、イオロギーを超
えた存在として認識されはしたものの、無神論を宣伝することが大事だというわ
けです。80年代はこのような認識の中で宗教政策が実施されました。
　ところが、天安門事件以降、いわゆる社会主義イデオロギーの対立が完全に意
味をなくします。共産党はただ政権を握りたいだけの政党に過ぎないことが明
らかにされたので、イデオロギーの闘争もやめるようになったのです。そして
1991年、中国の総書記により、宗教を社会主義社会に適応させるという政策が
初めて打ち出されました。それが今も続いています。
　この政策は、93年、99年、段階を経て次第に改善されました。2001年に再定
義された現時点での解釈では、政府から宗教団体と宗教信者に対して二つの要
求と二つの指示が出されています。要求の一つ目は、「宗教界と信者は国を愛す
る、社会主義、共産党の指導を擁護する、そして国家の法律、法規、政策に従
う、守る」ことです。二つ目は、「宗教界あるいは信者は、宗教活動を行うとき
に必ず国家の最高の利益と民族全体の利益を守らなければならない、それに従っ
てそれに奉仕しなければならない」というものです。指示の一つ目は、「宗教界
あるいは信者は自ら宗教教義、信仰にかかわる宗教教義を社会の進歩に合わせて
再解釈すること」。もう一つの指示は、「宗教界あるいは信者は、中国人民と一緒
にあらゆる宗教を利用して社会主義国家と人民の利益を脅かす非合法的な活動に
反対すること。民族団結、社会発展、祖国統一に奉仕してほしい」。このような
政策を取っているのです。
　ですから、先ほどMiraさんのおっしゃったさまざまなキリスト教の状況は、
実はこのような政策の下で実施されています。中国政府は、宗教全体が国の政治
に合わせて自ら変化しなければならない、ということを呼びかけていて、このよ
うな中で中国の宗教政策が実施されているわけです。以上です。

　ありがとうございました。それではこの先はパネリストの皆さんに、会場の皆
さんからお寄せいただいた質問に答えていただきながら、共通の話題にも言及し
ていただく、そういう形で応答していただければと思います。

島薗
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井上

島薗

　まず最初に、「ポスト社会主義時代における宗教教育はどのように行われてい
るのか」という質問をいただいていますので、ロシアの宗教教育に詳しい井上さ
んからお願いします。これは非常に分かりやすい指標になると思います。

　宗教教育で一番話題になっているのは、国立学校、つまり国立の初等・中等教
育機関で宗教文化教育を行うことについてです。ロシアの教育制度では、初等・
中等教育は10年制あるいは11年制で行われています。宗教文化教育についての
議論は非常に盛んに行われていると同時に、実施もされています。これは地域に
よっても違いますが、一番早い段階では1997～98年頃、国立の初等・中等教育
機関に「ロシアの正教文化の基礎」という科目が導入されました。ムスリムがマ
ジョリティーのいくつかの連邦構成主体では「イスラム文化の基礎」が導入され
ています。ただ、それに対しては様々な批判がありました。ひとつは、何を教え
るのかという点です。この宗教文化教育においては、宗教文化をめぐる知識を教
えることになっているにも関わらず、実際には儀礼に当たるものが校外学習で行
われている、という批判が例として挙げられます。第二に、誰が教えるのかとい
う点です。この宗教文化教育においては宗教学を学んだ者が教師になるというこ
とになっているのに、聖職者が教えている場合があるという批判です。第三に、
とりあげる宗教文化の偏りという批判があります。きわめて多くの地域で正教以
外の宗教文化が顧みられることなく、「正教文化の基礎」のみが科目として導入
されているという批判です。仏教がマジョリティーの構成主体、たとえばブリ
ヤート共和国では「仏教文化の基礎」の教科書の作成に向けて、さまざまなシン
ポジウムなどが盛んに行われました。
　今年（2010年）には、4年生（9歳）の後期にあたる４月の授業から、試行プ
ログラムとして宗教文化にかかわる授業が選択必修制として導入されています。
連邦構成主体の19の地域で導入されました。
　どのような選択にしたかと言いますと、まず一つめの選択肢は、「ロシア正
教、イスラム、仏教、ユダヤ教の四つの中から一つ選ぶ」というものです。二つ
めの選択肢は「世界宗教文化の基礎」です。三つめの選択肢は「世俗倫理の基
礎」です。この三つの中からどれかを選びます。
　これがそのテキストです。6つの教科書に共通するのは、冒頭章の「ロシア―
私たちの母国」と最終章の「祖国への愛と尊敬」です。この２つの章は、どの教
科書も同じ記述となっています。試行プログラムでありながら、このように全国
統一教科書がつくられ、教師用の読本も販売されています。このプログラムの
導入直前の時期に、ビロビジャンというユダヤ自治州のコミュニティでインタ
ビューしたところ、ユダヤ人の生徒が「ユダヤ教文化の基礎」を選択する割合は
思ったより少ないのではないか、という話でした。ユダヤ人の生徒は家庭やコ
ミュニティでユダヤ教について学ぶ機会が多いため、わざわざ学校で学ぶ必要は
ない、という点を理由として挙げていました。

　ありがとうございます。非常に面白いお話ですね。それでは次に、Dadabaev
さん、お願いします。
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　質問を七ついただきました。分類するとだいたい四つほどの内容になりま
す。まず「中央アジア地域の非暴力的な組織の思想、もしくはリーダーについ
て何かまとまった刊行物はあるのか」というご質問からお答えします。世界的
に知られているのは現地の研究者で、バフティヨル・ババジャノフ（Bakhtier 
Babadjanov）という先生です。彼の著書は英語や日本語にも翻訳されています。
ただ、この研究は非常に難しく、誤解を避けるためにも研究の原点に戻って組織
やそのリーダー達が書いた文書を読まれることをお勧めします。インターネット
上には彼らの組織にまつわる文書がたくさんありますから。現地語だったりアラ
ビア語だったりという言語の壁はありますが、彼らが実際に書いたそのものを読
まないと分からないことが多々あります。
　次に、「各過激派グループは一般国民にどれだけ認知されているのか」、「これ
らのグループはどれだけ組織化されているか」。これは非常に面白い質問です。
世論調査を通して見ますと、「過激派」という存在そのものを認知していても、
これらのグループの違いが分からない人が圧倒的に多いのです。現地の一般国民
でも区別がつかない、そういう難しさがあるということもご理解いただければと
思います。 
　次の質問は「そもそも社会主義が崩壊したこと自体が（今の状況を生み出す）
もとになったのではないか」、「過激派の出現や宗教を巡る状況が複雑になって
いったそもそもの要因は何なのか」というものです。間違いなくいえるのは「社
会的に変容が起こった」ということです。「社会主義が崩壊したから宗教的な状
況がこれだけ複雑に変わった」という仮説も成り立つかと思うのですけれども、
社会主義であろうが何であろうが、社会そのものが変わると、宗教における状況
も変わると思うのです。たまたま今回はソ連崩壊という形で社会主義制度が崩壊
した、その結果として、社会にあれだけのインパクトを与えた、とは言えると思
うのです。ただ、これは仮定の話になってしまうのですが、例えば社会主義は崩
壊せずに、単にペレストロイカという改革がそのまま維持されたとしても、場合
によっては同じようなインパクトがあったかもしれない。あるいはそうではない
かもしれないということです。つまり、社会主義の崩壊が宗教の状況をこれだけ
悪化させた、という単純化された議論は避けなければいけないというのが私の見
解です。
　最後の質問は、「中央アジア地域における宗教と、例えばトルクメニスタン、
ニアゾフの政権下における宗教の扱われ方について関連性はあるのか」というこ
とですけれども、これもすごく考えさせられる質問です。先ほど、「ポスト社会
主義」時代だから宗教もこのように変わっていった、という話がありましたが、
私には少し次元の違う話がごちゃ混ぜになって議論されているように聞こえまし
た。つまり、これらの国々は政治体制の面では非常に似ているのです。だから宗
教の扱い方も似ているのだと思います。それが「社会主義だから似ている」とい
う話になるのかどうかは、また別の話なのではないかと思うのです。
　つまり、社会主義が宗教を扱う姿勢とこれらの国々が宗教を扱う政策はイコー
ルであるという考え方自体が、若干違うのではないかという気がします。例え
ば、トルクメニスタンのような国は一般的に独裁国家だと見られがちですが、中

Dadabaev
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国やロシア、私が扱う中央アジア地域の政策ともそれほど違わないのです。そう
考えてみると、例えばそのような扱いは若干独裁的な部分がある政府の宗教に対
する扱いなのか、社会主義国家の扱いなのかということを区別して考える必要が
あるように思われます。私からは以上です。

　ありがとうございました。それではSonntag Miraさん、お願いします。

　はい。まず「地方集会『家の教会』の数はどこから来ているか」というご質問
からお答えしたいと思います。さまざまな文献にさまざまな数字が出ています
が、実はそれらの数字はあくまでも推測です。政府の調査もすべての国民に対し
て実施されたものではなく、一部の調査から算出したに過ぎません。先ほどの発
表では、「正式に認められている教会の数」として政府が調査した数字を出しま
したが、それもアンケートを6万人に配って、その結果に基づいて計算したもの
なのです。正確な数字、実態が出るまでには、あと20年はかかりそうです。
　次に、Boss Christianというキリスト教徒の新しいグループに関して、「彼ら
は不法的な存在であるか」という質問をいただきました。彼らは、三自愛国教会
の年を取ったリーダーたちを利己主義的な立場として疑問視しながらも、大体そ
の下で活躍しています。内容的には、三自愛国教会を中から改革しようとしてい
るように見えますけれども、同時に地方の政府機関とうまく手を組んで動いてい
ます。食事をしながらさまざまな政策を決めているので、これから有利な立場に
立つのではないかと思います。
　次は「キリスト教徒は社会のさまざまな役割や機能を果たしているときにも、
それを宗派あるいは神学的な立場と結びつけて考えているのか」というご質問で
す。Boss Christianたちを例にとると、初等教育しか受けてない彼らは、社会に
出て企業で働き、教育はやっぱり大事だということを分かった上で、町に来る
人々に教育プログラムを提供しています。そういう世俗的な形で人を新しく教会
に招くのです。説教しながら集めるのではなく、教育プログラムを通して新しい
信者を集める、あるいは自分の企業の中で、「こうした企業倫理に基づいて私た
ちは働くのですよ」と啓蒙し、すべての職員を少しずつクリスチャンにするよう
です。
　これは次の「1949年以前は家族全体の集団的改宗というのも多かったようで
すが、その後はどうですか」という質問とも関連してきます。私が聞いている限
りでは、家族ぐるみという形よりも、同じ社会的背景を持つ人たちを経由して巻
き込まれる傾向が強いようです。ただし、田舎の方では、「病気が癒された」と
か「一生懸命祈ったら夫が家庭内暴力をやめた」とか、そういう具体的な利益を
求めてキリスト教に入るようです。以上です。

　ありがとうございます。それではErikさん、お願いします。

　私へのご質問は、「社会主義国が民主主義を取り入れようとすると、経済的な
困難が生じて貧困が現れるという現象があります。こうした貧困に対する不満

島薗

Sonntag

島薗

Erik
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が、宗教的な形をとって過激化するのかどうか」というものです。非常に複雑で
面白い質問だと思いますけれども、これにはさまざまな事情や要素が絡み合って
いると思います。
　まずは、民主主義と経済政策の関係です。一般的には、民主主義イコール自由
市場化と考えられています。自由市場を導入することによって貧困が生じ、それ
に対して人々が不満を感じて反発するわけです。先ほど、Dadabaevさんのイス
ラム過激派についての発表の中でも出てきたのですけれども、かつてフェルガナ
盆地という地方で生じた武装蜂起にはかなり経済的な不満が背景にあったと理
解しています。この場合、問題の中心は経済政策ではないかと思います。ただ、

「民主主義が問題なのか」という問題は残るわけです。
　私は個人的に中国を見に行って、Miraさんの発表の中にも出てきた「家の教
会」の人たちの話を聞く機会がありました。彼らとの話の中から分かったことな
のですけれども、「家の教会」の信者の一部には、民主主義活動家とか民主主義
化運動に近い人々がいます。彼らにとっては、経済的な不満というよりも、たぶ
ん、自分の人権、自分の信仰を自由に表現できないことが一番の不満になってい
るわけです。彼らの場合、確かに問題の中心は貧困問題ではなく、民主主義であ
るといえるでしょう。
　つまり私の結論をいえば、宗教はそもそもこの世における権力を批判する可能
性を持っているわけです。社会主義が終わって民主主義になった段階だけではな
く、常にそうだと思います。宗教は不満を持っている人たちに不満を表現できる
言語を与えるという機能を持っているのではないかと思います。これが先ほどの
質問の答えになっているかどうかは分かりませんが、私の考えている限りではそ
うだと思います。
　それでは、ここでもう一度「ポスト社会主義」という概念のお話に戻りたいと
思います。私の発表では、「ポスト社会主義」という概念の定義を試みました。脱
私事化、市場化、新しい統制システム、ナショナリズムとの結びつきなどのさま
ざまな条件、これは先行研究でも論じられている論点です。「ポスト社会主義」と
いう概念と関連して、こういう課題と問題が出てくるわけです。ただ、私個人か
らすると、「ポスト社会主義」という概念にはっきりした定義を与える必要はない
のではないかと思います。私にとって「ポスト社会主義」というのは、「この条
件とこの条件とこの条件を満たせばポスト社会主義だ」というものではありませ
ん。社会主義体制が終わってから何が生じたか、そういう強い問題意識を表すも
のだと思っています。そういう意味で、ポスト社会主義を経ている国々のすべて
がここで取り上げたすべての条件を満たさなくてもよいと思います。定義より、
何が変わったか、何が変わらなかったかというはっきりした概念でアプローチす
ることのほうが重要です。例えば、チェコなどの国々を見ると、宗教はあまり大
きな問題として出てこない。こういうポスト社会主義の例も見られるわけです。
　先ほどDadabaevさんの発表の中にもありましたが、「中央アジアの諸国は、
まだポスト社会主義という段階に入っていないのではないか」という面白い見方
もあります。ただ、私は先ほど言ったとおり、こういう考え方そのものが、すで
にポスト社会主義的な視点なのではないかと思います。何が変わったか、何が変
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わらなかったかという問いが、問題意識の中心にあるはずだからです。
　今日の三つの発表は、地理的にも多様ですし、取り上げられた課題や問題もそ
れぞれで、ある意味ばらばらでしたが、ロシア、中国、中央アジアの三つの地域
は、特に今の世界にとってとても大事な場所だと思われます。そういう意味で、
これらの地域で何が起きているかを知ることは、われわれにとってとても大事な
意味を持つのではないかと思われます。以上です。ありがとうございました。

　今回は東ヨーロッパ地域があまり出てきませんでしたが、社会主義の影響が強
かった地域には、国民国家の形成というパターンをとらないケースも多いので、
それらの地域がどういう方向へ向かっていくかも、今後の世界の行方に大いにか
かわってきます。その場合、宗教が人々に何を与え、どうかかわってくるかも興
味深いところです。
「ポスト世俗主義」という議論もありまして、そちらの方が広く世界中を見渡す
のに格好な視点なのかもしれないのですが、逆に「ポスト社会主義」を見ていく
ことで「ポスト世俗主義」を見直すことができるのかもしれません。
　私が今着目しているのは自殺率です。実は、ハンガリーとかスロベニアとかい
うところで高いのです。それはやはり社会主義と関係があるのかなと考えていま
す。ただ、日本も非常に自殺率が高いのでそこが気になるところなのですが、非
常にさまざまな要因が関係していると思います。
　では、そろそろ時間も迫って参りました。最後に会場の方々から直接ご発言を
いただけたらと思います。

　帝京大学の濱田と申します。非常に面白い問題が出てきて、大変刺激されまし
た。ただ、例えばステートキャピタリズムの問題、国家と資本主義というか、そ
ういう言葉はあまり出てこなかったので少し発言させていただきます。今後のこ
とを考えたとき、非常に外せない問題だと思うのです。

島薗

濱田
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　私なりに考えますと、宗教と国家の関係には、まず、ステートキャピタリズム
に対して並走する、あるいは協力を求めていくという形があります。次に、そう
いうものと対立しようとするようなパターンもあります。さらに、日本の例のよ
うに、そういうものとは距離を取るような関係もあります。こうやって考えてい
くと、並走したり対立したり距離をとったりという関係ではなく、また、宗教的
な価値を国家との関係で無理に再解釈するといった中国のそういう例でもなく、
もっと内在的に視野を広げていくというのでしょうか。ステートキャピタリズム
を乗り越えて目指すというか、新しいビジョンを出していくというか、そういう
宗教のパターンの可能性もあり得るかなと思っているのです。
　ですから、今回のご報告のように「ポスト社会主義」から見えてくるものは確
かにたくさんあるのですが、国家と宗教と経済という関係から考えたとき、どの
ような今後の姿が見えてくるのか。あるいは、このような視点から考えること
で、現在あるいは未来の日本の宗教と国家と経済の関係というのも含めて議論し
ていくことができるのではないかと思ったのです。このあたりについてお答えい
ただけたらと思います。

　西欧の発展でいえば、資本主義と民主主義は並行して起こり、それに宗教も積
極的に貢献してきました。それに対して、市民的自由を抑えて国家主導の経済利
益の追求が行われた結果、独裁に近い形で発展してきた形態が中国などにはあり
ますし、もしかしたらロシアもそうなのかもしれません。それに対して宗教側か
ら何か国家を超える違う視点が出されているのか、そういう質問だと捉えてよろ
しいですか。

　国、あるいは民族など個別で解決することも大切だと思うのです。ただ、それ
が他地域にもかかわる問題である場合、例えば生物多様性の問題、環境問題、核
問題、そういう広い問題で考えていったときに、宗教の視点がより広がる可能性
がないとすると、つまり、国家利益を追求するとか、それと並走するとか、ある
いは衝突対立するといった関係ばかりですと、先は暗いかなと思うわけです。
　例えば、尖閣諸島の問題などさまざまな問題が起こったとき、あるいは国家が
核実験をするといったときに、苦しくも宗教はそれとは違うオルタナティブな価
値というのを出そうとします。でも、国家と並走する宗教だったら国家利益の対
立を乗り越えることはできないわけです。

　並走というのは、一緒に並んで走るというような？

　そうです。例えば共産党の指導を認めて国家利益に対しても役に立つ、それも
ある意味大切なことだとは思います。そういうものに対して批判的な態度、衝突
するだけというのも良くないですし。抽象的な質問になってしまって申し訳ない
のですが……。

　とても大事な質問だと思います。ただ、この質問に対して答えを出すのはとて

島薗

濱田

島薗

濱田

Erik
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も難しいですね。地域ごとに考えないといけないと思います。
　例えば私が専門としている地域は中国です。でも、今の中国の場合を考える
と、並走や衝突を超えるのはなかなか難しいのではないかと思います。その有名
な例に「法輪功」があります。法輪功は共産党政権が提供するユートピアと異な
るユートピアを提供しようとして、結果としては弾圧されてしまいました。今の
中国では、共産党政権がつくった枠組みの内では割合自由に動ける、発言でき
る。だけど決してこの枠組みを出てはいけない、というのが現状です。その枠組
みを出たら、すぐに国家側からの反発が来るわけです。完全な弾圧に至らないま
でも、現地の寺院と地元の宗教局のもめごととか、そういうのはよくあります。
ですから中国に関して言えば、私にはまだ濱田さんのご質問に対する答えが見え
ていないのが現状です。ほかの国々がどうかについてはよく分かりませんので、
答えをお持ちの方がいらっしゃれば……。

　ありがとうございました。ほかに質問がある方もいらっしゃると思いますの
で、続きは懇親会のときに伺います。

　ほかにご質問はありますでしょうか。では、今挙手をいただいた３人の方に続け
てご発言いただいたのち、パネリストのほうからご回答いただけたらと思います。

　本日は貴重なお話をありがとうございました。慶應大学の福田と申します。
　島薗先生のご専門の分野を通じて皆さんにお伺いします。今回のお話で、「ポ
スト社会主義」での宗教は、国の強い管理下に置かれていた時代を経て、また別
の形で管理下に置かれる時代に移ったとお聞きしました。それと同時並行して、
資本主義社会では世俗化がかなり進行した反動で逆にスピリチュアリティ（霊
性）や新宗教といったものに対する希求が現れていったというふうに自分は把握
しているのです。つまり、一方では宗教への圧力と個人の信仰の方針の中で宗教
が保たれ、一方では宗教が宙吊りになって個人の意思に委ねられている中で新た
なビリーフ（教義）やプラクティス（宗教的行為）への希求が起こった、と思っ
ているのです。今、社会主義が終わってから20年余りが経とうとしていますけ
れども、「ポスト社会主義」とされている世界で、管理がある中で、そういった
新宗教とかスピリチュアリティというものが果たして入り込んでくるのか、それ
ともまだそれまでの宗教が少し形を変えた状態であるのか、そのあたりに興味が
あります。

　東京大学で中国のキリスト教史を専門としております土肥と申します。私は歴
史の方が専門ですので、端的に質問させていただきます。
　今回のテーマは、「ポスト社会主義時代における宗教の再興」ということなの
ですが、例えば中国では、ポスト社会主義時代以前にも宗教が弾圧されたり統制
下に置かれているということがありました。つまり、別の時代においても「宗教
の再興」というテーマを考えることはできるのではないかと思うのですが、どな
たかにお答えいただければと思います。

濱田

島薗

福田

土肥
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　私はトルコ出身なのですけれども、トルコでは1870年代後半、80年代、90年
代にかけて、反ロシア的、反社会学的な文学作品をいやというほど読まされたも
のです。その体験を踏まえながら今日のお話を伺っておりました。トルコのよう
な社会主義的文化圏の端っこからみると、ロシアの社会主義は、何よりもまず反
イスラム的なんです。反宗教的というよりも、反イスラム的なものとして評価さ
れている現状があると思います。
　それに対して中国の社会主義は反イスラム的という文脈がないと思うのです。
ただひたすら反宗教的です。今日の発表を聞くとロシアはイスラムを区別してい
ないように見えますが、トルコの方からするとイスラムに対して何かしているよ
うに見える。例えば聖典などは隠さなくてはいけないと思うわけです。中国の場
合は、毛沢東とかそういう話だけで、イスラムへのこだわりはないように思える
のですが、その辺りはいかがでしょうか。

　ありがとうございます。では、今のご質問への回答をお持ちの方はそれにお答
えいただきながら、まとめの感想をErikさんから順番にお願いします。

　中国には社会主義以前から宗教の統制があったというご指摘に対しては、全く
そのとおりだと思います。ただ、統制があったかなかったかというのは問題の根
本ではないと思います。大体どの国家にも宗教の統制はあるわけですから、具体
的にどういう統制システムがあるのか、統制の仕方も見なければならないと思い
ます。そうやって考えてみると、王朝時代の中国の宗教に対する統制と社会主義
時代の宗教の統制とはさまざまな点で異なっていたと思います。

　宗教の再興をどうとらえるかですが、例えば共産党の政策の基本的なねらいで
いえば、宗教がなくなったら一番ありがたいわけです。ところが今、市場経済の
中で人々はものすごく宗教を求めていますから、共産党はその勢いに脅威を感じ
て、自分の体制の中に取り入れざるを得ない。昔はそれを拒否して弾圧をしたの
ですが、今はそれを体制の中に取り入れるために、寛容さを見せるといいます
か、空間を与えた。そういう形で宗教を一種の再興のように見せているのです。
市場経済を求める限り、宗教信者はますます増えます。それにはさまざまな理由
がありますが、そういう現象をいかに自分の有利な方向へ導くか、そういう視点
で共産党は政策を立てているわけです。

　先ほど質問紙をいただいた中で、「ロシヤーニン・アイデンティティ形成と宗
教、この関係は何か」というご質問にまだお答えしていなかったので、まずこち
らから説明させていただきたいと思います。「ロシア人」に当たるロシア語には
２つあります。ひとつは「ルースキー」という言葉で「民族的ロシア人」を指し
ます。もうひとつは「ロシヤーニン」という言葉で「国民としてのロシア人」を
指します。ロシア正教会は包括的な宗教となることを目指しているようです。つ
まり正教は民族的ロシア人（ルースキー）だけのものではなく、国民としてのロ
シア人（ロシヤーニン）、つまりルースキーではない他民族の人々にとっても重

Kaba

島薗

Erik

陳

井上
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要なものだという姿勢です。民族的ロシア人（ルースキー）にとっての宗教だけ
でなく、ロシアーニンにとっての宗教である——これがロシア正教会の目指す
方向であると、私はみています。この姿勢については当然のことながら、批判も
生まれています。どのような方向に進んでいくか、今後も注意深く見守っていき
たいと思います。
　それからKaba Melekさんの、「ロシアの社会主義は反宗教的というより反イ
スラム的ではないのか」というご指摘、ありがとうございます。このご指摘で思
い起こされるのは、ロシア革命直後のタタール・イスラムをめぐる動向です。当
時、「民族文化」化のためにイスラムを利用しようという試みがあった後に、イ
スラム的な運動が弾圧されたという経緯があり、「反イスラム」的動向としてと
らえられると思います。ただ、「反宗教的ではなく反イスラム的であった」と言
えるかどうかについては、留保したいと思っています。少なくとも、「親正教的」
であったとは言えるのではないでしょうか。そして「反イスラム的」であると同
時に、「反プロテスタント的」「反ユダヤ（教）的」と言えるのではないかと思っ
ています。
　スピリチュアリティ（霊性）および新宗教をめぐるご質問については、ソ連崩
壊前後、1980年代後半から1990年代前半の状況をふまえる必要があると思いま
す。この時期に外来の新宗教が活発な活動を行っていたという点です。なぜ外来
の新宗教に多くのロシア人が集ったかという点については、ロシア国内外で多く
の議論がなされてきました。そうした議論の紹介につきましては別の機会に譲る
こととしまして、ここでは、私がどういう点に注目したいと思っているかという
点に絞りたいと思います。それはまさにスピリチュアリティ（霊性）に関わるこ
とです。スピリチュアリティ（霊性）をロシアにおけるスピリチュアリティ（霊
性）という広義の意味でとらえるならば、より長期的スパンで考える必要がある
と思っています。キリスト教に限るならばロシア正教会の主流派だけではなく、
古儀式派および異端とされる18世紀の宗教運動（ロシア語では「霊的キリスト
教」と呼ばれる）、さらに20世紀初頭の宗教思想家の思想・哲学がロシアのスピ
リチュアリティ（霊性）においてどのような影響を与えてきたかという点を考察
することが重要ではないかと思っています。

　私からは、「ポスト社会主義」と「社会主義後」は果たしてイコールなのか、
という話題について少し考えたいと思います。今日の報告は、社会主義後の状況
を把握するという点では、意味があったと思うのです。ただし、そこに「ポスト
社会主義」という新しい概念を提供できるような材料があったのかといいます
と、必ずしもそうではないように思われます。Erikさんからは、「ポスト社会主
義」には定義は要らないのではないかという提案がありましたが、私はそうは思
わないのです。むしろ定義は要るのです。
　なぜかといいますと、「ポスト社会主義」を社会学の中で、もしくは各領域の
中で単位として扱うのであれば、定義がないと特定することができません。「社
会主義後」として扱うのであれば、“何でもあり” になります。ただし、社会主
義後といった場合に、例えば中国を扱ってもいいのかといえば大きな疑問が生じ

Dadabaev
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ます。また、社会主義後というと、まるで社会主義が終わっているかのような議
論なのですけれども、むしろ社会主義はまだ終わっておらず、これから新社会主
義に入る、そういう概念もあり得るのではないでしょうか。ベネズエラや南アメ
リカの例を見ていると、むしろもう一度社会主義の時代が戻ってくるのではな
いかという感じもしています。だからこそ、「社会主義後」と「ポスト社会主義」
には定義が要るのではないかと個人的には思うのです。

　先に陳さんがお話されたように、中国では宗教を社会主義的なもの、キリスト
教を社会主義的な改革の初期レベルとして考える傾向になっています。私が身近
に経験した東ドイツでも、宗教改革者の中で特にTh.ミュンツァーは社会主義的
改革者であったといわれました。そもそも歴史的にも社会主義とキリスト教はそ
んなに離れたところにはないのです。キリスト教的社会主義運動という形をもっ
た地域に限った試みはすでに歴史にあったのです。けれども、国家のレベルでは
まだなかったので、ポスト社会主義時代に入ったからこそ、これから社会主義的
キリスト教社会体系ができるかもしれません。おもしろい発展になるのではと思
います。

　本日はたくさんの貴重なお話を伺い、大変豊かな議論ができたのではないで
しょうか。ご来場の皆様、そしてパネリストの皆様、ありがとうございました

（拍手）。

� 以上

Sonntag

島薗
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講師略歴

■ エリック・シッケタンツ　Erik Schicketanz

　1974年、ドイツ（プフォルツハイム）生まれ。2001年、
ロンドン大学東洋アフリカ学院（日本学）修士。2006年、
東京大学人文社会系研究科（宗教学宗教史学）修士。同年、
東京大学人文社会系研究科宗教学宗教史学博士過程入学。
2010年から現職。主著としては「現代中国における清明節
の復活―共産党政権の文化政策における祖先祭祀の位置づ
けについての考察」『死生学研究』第13号（2010）。

■ 井上まどか　 【いのうえ・まどか】　Inoue Madoka

　1971 年東京生まれ。立教大学、成城大学、神奈川大学、
聖心女子大学にて非常勤講師を務める。清泉女子大学キリ
スト教文化研究所客員研究員。現代ロシアを中心とした旧
社会主義圏の政治と宗教を専門分野とする。東京大学大学
院宗教学宗教史学専門分野博士課程修了。博士（文学）。
2001 年より2 年間、サンクト・ペテルブルグ国立大学の宗
教学宗教哲学研究室で学ぶ。著作に「宗教の公共化と政治
資源化をめぐって―『宗教復興』再考」（『現代宗教2005』
東京堂、2005 年所収）、「現代ロシア連邦における政治と宗
教―宗教関連の法制化を中心に―」（『＜宗教＞再考』ぺり
かん社、2004 年所収）などがある。訳書に『現代世界宗教
事典―新宗教、セクト、代替スピリチュアリティ』（クリス
トファー・パートリッジ著、井上順孝・井上まどか・冨澤
かな・宮坂清共訳、悠書館、2009 年）などがある。

■ ゾンターク・ミラ　Sonntag Mira

　1971年（旧東）ドイツ生まれ。1997年、ベルリン・フン
ボルト大学大学院人文社会学部の修士課程終了（メジャー：
日本学、マイナー：神学とロシア語）。1996年から2年間、
同大学の日本文化センターに就職。1998年、東京大学法学
部社会科学研究所に研究生として来日。2000年、東京大学
大学院人文社会系研究科宗教学宗教史学専門分野博士課程
入学、2005年、博士課程終了（2008年に文学博士授与）。そ
の後5年間、富坂キリスト教センターの研究主事（2008年
から総主事）として「日本の国公立学校における宗教教育」

研究会も担当。2010年4月、立教大学文学部キリスト教学
科准教授（アジアのキリスト教講座）に着任。
　主な研究テーマ:日本の宗教思想教育、アジアのキリスト
教、女性神学、宗教教育。
　著作：（共著）『宗教を考える教育』教文館（2010年）。

「生命の不思議なる理性―中田重治、内村鑑三と木村清松の
再臨運動」 『内村鑑三研究』43号（2010年）、68～93頁。（学
位論文）『大正期日本における合理主義と救済―1918年～19
年のキリスト再臨待望運動の「厚い記述」』、 www.bookpark.
ne.jp（オンデマンド出版、2009年）。「 内村鑑三と福沢諭
吉―その文明論をめぐって」『内村鑑三流域』第一号（2000
年）、20～43頁。
“The life of a ‘Western white middle-class woman’ in 

Japan,” in In God's Image, vol. 28, no. 4 (December 2009),61 
–66. “The structural limitations of religious education in 
Japan,” in Bulletin for the Council of Societies for the Study 
of Religion Vol. 34 No. 4 (November 2005), 66 -69. ” Christian 
education at Aishin,” in The Japan Mission Journal (Fall 
2005), 172 - 190. „Uchimura Kanzô. A Bibliography of 
Studies and Translations in Western Languages,” in 
Japonica Humboldtiana Bd. 4 (2000), 129-76。

■ ティムール・ダダバエフ　Timur Dadabaev

　1975 年ウズベキスタン、タシケント生まれ。筑波大学
大学院人文社会科学研究科准教授、東京大学人文社会研究
科付属次世代人文学開発センター客員准教授。コロンビア
大学ハリマン・インスティチュート客員研究員（日本学術
振興会優秀若手研究者海外派遣事業）（2010 年）、ケンブ
リッジ大学、（東京財団教員海外派遣プログラム）客員教員

（2006‐2007年）、オックスフォード・イスラーム研究セン
ター（OCIS)Al‐Bukhari フェロー（2006 年）、東京大学東
洋文化研究所助教授（2004‐2006 年）、国立民族学博物館・
日本学術振興会外国人特別研究員（2002‐2004 年）、国連
大学秋野豊基金フェロー（2004‐2005 年）、UNESCO‐小
渕恵三基金フェロー（2002‐2003 年）を経て現職。佐藤栄
作記念国連大学協賛財団による第19 回佐藤栄作賞最優秀賞

（2003 年）、「ユネスコ創立60 年周年記念メダル」授与（2009 

講師略歴
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年）。主な著書に、ティムール・ダダバエフ、『記憶の中の
ソ連中央アジアの人々が生きた社会主義時代』、筑波大学出
版会、285頁、2010 年、ティムール・ダダバエフ、『社会主
義後のウズベキスタン―変わる国と揺れる人々の心―』、ア
ジア経済研究所（アジアを見る眼110）（新書判）、216 頁、
2008 年、 ティムール・ダダバエフ、『マハッラの実像―中央
アジア社会の伝統と変容―』 東京大学出版会、368 頁、2006 
年、Timur Dadabaev, Towards Post-Soviet Central Asian 
Regional Integration: A Scheme for Transitional States, 
Akashi Shoten, 240 pages, 2004 がある。共編著に猪口孝、
田中明彦、園田茂人、ティムール・ダダバエフ編『躍動す
るアジアの信念と価値観』、明石書店、608 頁、2007 年、猪
口孝、ミゲル・バサネズ、田中明彦、ティムール・ダダバ
エフ編『アジア都市部の価値観とライフ・スタイル』明石
書店、xv+ 506 頁、2005 年、などがある。

■ 島薗進　 【しまぞの・すすむ】　Shimazono Susumu 

　1948 年、東京生まれ。東京大学大学院で宗教学を学ぶ。
近代日本宗教史、比較宗教運動論を研究してきた。とくに
日本の19 世紀から現在までの、いわゆる新宗教の専門家と
見られている。新宗教は主に神道や仏教や民俗宗教（folk 
religion）の伝統を引き継ぎながら、急速に発展したもの
で、創価学会を始め、まことに数が多い。アメリカ合衆国
やアジア諸国の宗教についても関心をもって、日本との比
較を心がけている。書物や文書資料による研究とともに、
宗教集団のフィールドワークやインタビュー調査を行う。
その後、宗教文化が現代の政治的、社会的、倫理的争点に
どう関わっているかといった問題にも関心を広げている。
日本の新宗教を世界の宗教史に位置づけようとした『現
代救済宗教論』（青弓社、1992）、現代の日本とアメリカの
ニューエイジ運動について論じた『精神世界のゆくえ』（東
京堂出版、1996）、オウム真理教について論じた『現代宗教
の可能性』（岩波書店、1997）、新宗教教団、修養団捧誠会
の教祖の伝記的研究である『時代のなかの新宗教』（弘文
堂、1999）、幸福の科学等70 年代以降の日本の宗教運動・

宗教意識の特徴を考察した『ポストモダンの新宗教』（東京
堂出版、2001）、近代日本の代替療法や日本的な心理療法に
ついて考察した『〈癒す知〉の系譜』（吉川弘文館、2003）、
主な論文の英語版を集めた From Salvation to Spirituality

（Trans Pacific Press、2004）、日本の生命倫理の審議につ
いて考察した『いのちの始まりの生命 倫理』（春秋社、
2006）、現代世界のスピリチュアリティ文化の歴史的意義に
ついて考察した『スピリチュアリティの興隆』（岩波書店、
2007）、宗教学の前史から現代に至るまでの注目すべき著作
を紹介した『宗教学の名著30』（筑摩書房、2008）、江戸時
代末期から現代に至る国家神道の歴史を概観した『国家神
道と日本人』（岩波書店、2010）などの著書がある。筑波
大学研究員、東京外国語大学助教授を経て、東京大学教授

（宗教学専攻）。カリフォルニア大学バークレイ校留学（1984-
85 年）。シカゴ大学客員教授（1996 年）。1997 年には、フ
ランス社会科学高等研究院（Ecole des Hautes Etudes en 
Science Sociales）の招聘教授としてパリに、2000 年には
チュービュンゲン大学の客員教授としてそれぞれ1 ヶ月、
2006 年にはカイロ大学の客員教授として6 週間、滞在し
た。以下のブログをご覧いただけると、最近の関心事がわ
かります。
http://free.jinbunshakai.net/shimazono/

■ 陳 継東　 【ちん・けいとう】　Chen Jidong

　中国安徽省生まれ。1988 年、北京大学哲学科の修士課程
終了後、同大学哲学科において講師となる。1991 年、来日
し東京大学に入学する。1999 年、同大学文学部から博士号
を取得。2005 年から現職。主要著書は「近代仏教の夜明け
―清末・明治仏教界の交流―」『思想』943 号、2002。『清
末仏教の研究―楊文会を中心として―』、2003（山喜房仏
書林）。『北京紀事・北京紀遊』（共著）、2008（中華書局）。”
The Transmission of the Jodo Shinshu Doctrine
To China: The Discovery of “Nanjingyu Shuojiao” and its 
Significance,” The Eastern Buddhist Vol.40 No.1&2、2009。
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第 39 回  SGRA フォーラム

「ポスト社会主義時代における宗教の復興」報告

　2010年10月16日（土）午後2時30分より、東京国際フォーラムガラス棟会議
室において、「ポスト社会主義時代における宗教の復興」というタイトルで、第
39回SGRAフォーラムが開催された。本フォーラムの開催はSGRA「現代社会
と宗教」研究チームが担当した。「ポスト社会主義」と「宗教」という、多くの
人々にとって馴染みの薄いテーマで、どれほど関心を呼び起こせるかという不安
が少しあったが、講演者とパネリストの他50名を超える参加を得、現代社会に
おける宗教に対する強い関心がうかがえた。
　今西淳子SGRA代表の開会挨拶後、カバ加藤メレキさん（筑波大学大学院・
SGRA研究員）の司会進行で、四つの発表が行われた。最初に、エリック・シッ
ケタンツ（東京大学死生学研究室・SGRA研究員）が問題提起と背景説明とし
て、「ポスト社会主義」という概念を説明した後、ポスト社会主義と宗教という
テーマの直接的背景となっているカール・マルクスの宗教批判と社会主義時代に
おける宗教政策を概観的に紹介した。そして、ポスト社会主義諸国における宗教
復興を社会主義時代との連続／非連続という二分法の観点から捉える必要性を指
摘し、脱私事化、ナショナリズムとの関連、市場化等、ポスト社会主義諸国にお
ける宗教復興に関して注目されている主な要点を説明した。
　続いて、井上まどか研究員（清泉女子大学キリスト教文化研究所）が「ロシア
連邦におけるキリスト教の興隆」というタイトルで、1980年代後半の宗教復興か
ら現在まで、ロシアにおけるキリスト教の発展と国家の宗教に対する政策につい
ての発表を行った。井上さんはロシアの宗教復興を大きく二つの時期に分け、90
年代半ばまでの第一期においては、外来宗教教団活動の自由化と資本主義化への
過程に対する不満を特徴として取り上げた。そして、現在まで続いている第二期
の特徴は、ロシア正教（キリスト教）、イスラーム、仏教とユダヤ教から構成さ
れる「伝統宗教」と国家との連携が顕著になったことだと言及した。第一期にお
いて、宗教の「市場化」現象が見られたのに対し、第二期では連邦統治のための
イデオロギー模索など、国家と宗教の関係があらわになった。最後に、社会主義
時代との連続と非連続の問題に言及し、国家による宗教の管理など、宗教政策に
おいて社会主義時代との連続が見られるが、価値教育や伝統宗教をめぐる書物と
機会の増大という新しい現象に見られるような大きな相違もあると指摘した。
　次に、ティムール・ダダバエフ准教授（筑波大学人文社会科学研究科、東京大
学人文社会研究科付属次世代人文学開発センター）が「中央アジアにおけるイス
ラームの復活」について発表し、社会主義時代の中央アジアにおける宗教の位置
づけを紹介した後、社会主義終焉後のイスラームの変容と役割について報告し
た。氏は、ソ連時代でも、各家庭における日常的なイスラームの実践は比較的自
由に行うことができたことを強調した。続いて、今日の中央アジアにおけるイス
ラーム原理主義と過激派の背景、そしてそれに対する国家の対応を紹介した。グ

あ
と
が
き
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ローバルな原理主義運動との関係を指摘し、いくつかの過激派や原理主義の組織
と活動を紹介した後、その支持基盤、拡大要因と拡大方法に言及した。社会主義
体制崩壊後に生じた経済状況の悪化が生み出した不満はこれらの運動の重要な支
持基盤の一つだと指摘し、中央アジア諸国における民主化の不十分さと政府の人
権侵害も原因として取り上げられた。国家の対応としては、過激派に対して「正
しい」イスラームを唱え、日常イスラームを支持し、イスラーム大学などの宗教
教育施設を設立するという政策が見られる。日常のイスラームはソ連時代から継
続されているため、ソ連後の中央アジアにおける宗教の復興の特徴は政治的なイ
スラームの復活にあると指摘した。
　最後の発表者、ゾンターク・ミラ准教授（立教大学文学部・SGRA研究員）は

「中国のキリスト教―土着化の諸段階とキリスト教の社会的機能」という発表を
行った。中国におけるキリスト教の歴史を概観した後、主に中国基督教協会や三
自愛国運動委員会など、国家の管理下で形成されたキリスト教組織と国家管理の
枠組外において存在している非公認の地方集会（「家の教会」）を中心に現在の状
況を紹介した。キリスト教に対する迫害件数の増加を指摘した一方、中国政府内
におけるキリスト教への注目やキリスト教信者の膨大な増加を指摘した。また

「Boss Christians」、つまり私営企業を持っているキリスト教徒という現象にも言及
した。この「Boss Christians」の多くは女性であり、その思想的背景にはカルバン
主義的職業倫理が見られ、近年の興味深い現象である。また、2013年に韓国のプ
サンで開催される世界キリスト教協議会（WCC）に中国代表団が参加する予定で
あることを紹介し、今後の中国のキリスト教の発展を注目する必要性を強調した。
　パネルディスカッションは、島薗進教授（東京大学宗教学研究室・SGRA顧
問）が司会を担当した。まず陳継東准教授（武蔵野大学人間関係学部）が1979
年の改革開放期以来の中国における宗教政策の変更についての説明を行い、中国
仏教の現状を紹介した。改革開放期以来、中国政府の宗教に対する態度は緩和し
たと言えるが、国家が依然として宗教を管理し、国家統一と愛国心高揚の政策の
中へ取り込んでいるという、1990年代以降の宗教政策の変化が指摘された。
　その後、フロアからの質問にもとづいた議論が行われた。各発表についての質
問の他、特に社会主義国家とそうでない国家における宗教統制の比較とポスト社
会主義概念自体が大きな論点として出された。時間の制約により、この議論は午
後6時10分前に嶋津忠廣SGRA運営委員長の閉会挨拶によって終わらざるを得
なかったが、その後の懇親会において再び賑やかに続けられた。
　以前の発展論と近代化論の主張に反して、現代社会において宗教はさらに大き
な影響力を持っている。社会主義という経験を持つ国は多く、その文化的背景が
多様なため、一括して取り扱うことは困難であるが、本フォーラムにおいて今日
の世界における宗教情勢の重要な側面を多く取り上げることができた。しかし、

「ポスト社会主義」という枠組み自体がさまざまな問題点を含んでいることを痛
感して、このテーマはさらなる議論を必要とすることも感じた。
　最後に、各発表者とパネリストを始め、本フォーラムの参加者の皆さんに感謝
の気持ちを表したい。近い内に本研究フォーラムの成果をまとめたSGRAレポー
トを刊行する予定である。� （文責：エリック・シッケタンツ）
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